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開会 

 

開会挨拶 

○司会（国際緑化推進センター 仲専務理事）： 

それでは、ただいまから国際緑化推進センターの主催によります CDM 植林国際パネルディス

カッションを開催させていただきます。本日は大勢ご参加いただきまして、まことにありがとう

ございます。わたしは司会を担当させていただきます国際緑化推進センターの仲と申します。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、まずレシーバーがお手元に配布されていると思いますが、正面の灰色のボタンがス

イッチになっております。それでスイッチを入れていただいて、右と左にボリュームとチャンネ

ルが付いておりますので、調整していただければと思います。1 番が英語から日本語で、2 番が日

本語から英語でございます。よろしくお願いいたします。事前にチェックはいたしておりますが、

調子の悪いレシーバーありましたら、お申し出くだされば交換をさせていただきます。 

 それから 2 点目、資料の確認でございますが、これもお手元に配布をさせていただいておりま

す。ご確認ください。また、質問意見という 1 枚紙がございますが、これは本日のパネルディス

カッションに関しまして、質問、意見等がございましたら、ここに記載をしていただいて、休憩

時間のときに受付にお渡しください。それから、その次の資料でございますが、これは今回のパ

ネルディスカッションに関するアンケートということで、これは今後このパネルディスカッショ

ンをよりよいものにしていくために、皆さま方のご協力を得たいということでございまして、こ

れにつきましては、パネルディスカッション終了後、これもやはり受付にご提出ください。ご協

力の程よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 以上、資料の方でございます。資料がないという方は事務局の方に言っていただければ、すぐ

お持ちいたしますので、ご連絡をお願いいたします。 
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主催者挨拶 

佐々木 惠彦（国際緑化推進センター理事長） 

 

○司会： 

それでは、ただいまからＣＤＭ植林国際パネルディスカッションを開始いたしたいと思い

ます。まず主催者として国際緑化推進センターの理事長であります佐々木よりご挨拶を申し

上げます。 

 

○佐々木理事長： 

本日、平成 21 年度の CDM 植林国際パネルディスカッションを開催しましたところ、多くの皆

様方にご参加いただき、御礼申し上げます。また、林野庁からは来賓として、業務ご多忙のなか、

宮坂次長においで頂き、心から感謝を申し上げます。また、今年度はパネリストとして、インド

ネシアから国際林業研究所のムルディアルソさん、FoE US からケイトさん、国内からは林野庁

の武藤様、日本工営の佐々木様と 4 人の方に、そしてコーディネーターとして、早稲田大学の天

野教授にお願いをいたしました。いずれの方も地球温暖化防止と森林管理に関して、深い見識に

基づく幅広い活動を行われている方々ばかりであり、お引き受けいただいたことについて厚く御

礼を申し上げます。 

 さて、皆様方ご承知のとおり、昨年暮れの COP15 では、コペンハーゲン合意がまとまりまし

た。しかしながら COP15 では、日欧を中心とする京都議定書批准国、米国、中国・インドとい

った主要途上国、その他の開発途上国、島嶼国など、従来の先進国対途上国といった単純な交渉

の構図ではなく、各国の利害、思惑が交錯し、議論がまとまらず、ポスト京都議定書の枠組みが

視野に入るというところまではなかなか到達できず、全会一致という国連の意思決定方式の限界

もマスコミでとりあげられていました。 

このような中で、森林関連については、森林の二酸化炭素吸収の役割の重要性が記載されたほ

か、森林の減少・劣化からの排出削減（REDD）については、REDD プラスを含めたメカニズム

を迅速に設立し、先進国からの資金の流動を可能とする必要があるとの一定の合意を得たと聞い

ております。 

 しかしながら、森林分野に関する議論については、国際的な関心が CDM から REDD に移った

感があります。この 2 つは、地球温暖化防止という目的は同じですが、REDD は森林保全による

二酸化炭素の排出削減、CDM は森林造成による二酸化炭素の吸収固定とその方法は大きく違い

ます。 

REDD が目指している森林保全は、排出抑制量の算定手法など技術的に検討すべき課題を抱え

ていますが、地球全体の排出量の 2 割を占める森林の減少劣化が抑制され、地球温暖化防止の観

点から大きな効果があるほか、生物の多様性に富む熱帯林の保全が図られ、人類の生存を支えて

いる種の保存に貢献するということもできます。 

一方、熱帯地域にはなお広大な荒廃地が残されており、これらの土地に森林を造成していくこ

とは、森林植生の回復により二酸化炭素の吸収能力の底上げにつながるとともに、熱帯地域の住

民の生活環境の改善や薪材など住民に必要な資材の供給にも大きな効果があります。 
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温暖化防止に果たす森林分野への関心も、REDD、CDM それぞれの特徴がありますので、そ

れを踏まえたバランスのとれた議論が必要であると考えております。また、これら二つの制度は、

国際的、地球的な規模から見ても非常に重要な役割を担っていると考えております。 

今年度のパネルディスカッションについては、以上のことを踏まえ、「CDM 植林と REDD」を

テーマとして、開催したところであります。 

当センターにおきましては、「緑の地球経営」の推進をキーワードに、熱帯地域における森林造

成保全のための各種研修の実施、情報提供、調査研究、NGO の皆様の活動支援などのほか、企業

や個人の皆さまからのご寄付による海外植林に取り組んでまいりました。今後とも当センターの

使命を達成することができるよう、活動してまいりたいと考えております。 

 後になりますが、本日のパネルディスカッションが、ご参加の皆様方にとりまして実り多い

ものとなりますよう、あわせて皆様方のますますのご発展を祈念して、開会にあたってのご挨拶

といたします。 
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来賓挨拶 

宮坂 亘（林野庁 次長） 

 

○司会： 

続きまして、常日頃からわたしども国際緑化推進センターがご指導、ご鞭撻を賜っており

ます林野庁の宮坂次長が公務にご多忙のところご出席をいただいております。宮坂次長にご

挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○宮坂次長： 

ただ今ご紹介のありました、林野庁次長の宮坂です。会議の開催に当たり一言ご挨拶申し上げ

ます。 

 本日ご参加いただきました皆さま方は、気候変動対策、CDM、その中における森林の役割につ

きまして、いろいろな形でご関心をお持ちであり、また現に世界中で森林に関するお仕事に携わ

っておられる方々というふうに理解しております。 

 先程、主催者の理事長さんからお話がありましたように、CDM 植林につきましては、国連に

登録されたプロジェクトもだんだん増えてきています。 

 ただ、昨年の COP15 でも議論になりましたが、CDM 植林のルール、手続きが大変厳しいとか、

思うように進まないとか、CDM 植林の制度の運用についていろいろな議論がありました。しか

しながら、先程お話がありましたように、CDM というものが先進国と途上国の間を結ぶという

意味で、国際的、地球規模でみても非常に重要性が高いと思います。 

 それに関して、今回このように、CDM 植林についてより理解を深めるための会議が開かれる

ということは、非常に時期を得ていると思います。 

 今、地球温暖化対策基本法案等に関して、温暖化対策についての議論が非常に盛んになってき

ています。皆さま既にご承知かと思いますが、昨年の 12 月のコペンハーゲン COP15、これは今

日ご出席の天野先生と一緒にわれわれも出席しましたけれども、COP15 については前段階では非

常に期待が高かったわけです。しかしながら、残念なことに、 終的な合意には至らず、「コペン

ハーゲン合意」というものに留意をするということで 12 月の会合を終了しました。そして、1 月

末までに、各国がコペンハーゲン合意に基づいてそれぞれの国の今後の目標数値を提出する、と

いうことで作業が再キックオフされました。これから議論が進んでゆくというところです。 

 COP15 の中でも、REDD を含む LULUCF 部門についての議論が大変活発に行われました。特

に REDD という、また、先程理事長さんがお話になった REDD プラスというのが先進国と途上

国、特に途上国のこの問題への取り組みを非常に奨励するものとして、積極的に進めるべきだと

いう議論がありました。 

 そうしたこともありまして、REDD について、林野庁としましても十分に関心を抱くべきであ

る、ということで、ちょうど来週になりますけれども、3 月 10 日、11 日に、この問題に関して

国際セミナーを東京で開催し、われわれとしても REDD に取り組んでいきたいと思っているとこ

ろです。 

 いずれにしましても、地球温暖化対策、なかんずく、その中における森林の取り扱いという問
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題については、非常に奥の深い話です。実践する場合にもいろいろなご苦労があるところです。

そういう意味で、本日はそういうことについて知見を持っていらっしゃるパネラーの方々がいろ

いろと議論を提起し、そして天野先生に総括していただくということですので、どうか実り多い

会になることを期待しています。本日はよろしくお願いいたします。 

 

○司会： 

宮坂次長、どうもありがとうございました。それでは、ただ今から 4 人のパネリストの方から

のご報告をいただきます。 
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「A/R CDM及びREDDに関する国際議論の動向と日本の取組」 

武藤 信之 （林野庁計画課海外林業協力室 課長補佐） 

 

○司会： 

初めに、第 1 件目の報告ですが、林野庁海外林業協力室の武藤補佐、よろしくお願いいたします。 

 では、武藤補佐をご紹介させていただきます。武藤補佐は、平成 8 年、1996 年に林野庁にご入

庁され、2002 年以来、地球温暖化問題に取り組んでおられます。2002 年から 2006 年にかけまし

ては、森林吸収源 10 ヵ年対策の策定、あるいは、2005 年に発効いたしました京都議定書の目標

達成計画の森林吸収源分野の策定に取り組まれました。 

 その後、内閣府に出向されて国際経済担当、これは経済財政諮問委員会の国際経済分野とか、

あるいは APEC、あるいは日中経済協定、これらを内閣府の国際経済担当ということで、いわゆ

る国際関係をずっとご担当なされまして、その後、昨年 4 月、2009 年の 4 月より現職に就かれて、

2006 年以来 3 年ぶりに地球温暖化をご担当なされると伺っております。 

 昨年の 4 月以来、REDD など途上国の森林の取り扱い分野における気候変動枠組条約の交渉を

ご担当なされまして、まだ 11 ヵ月で都合 7 回海外出張をされたと承っております。本日は、CDM

植林、あるいは REDD の国際会議等、国際交渉の雰囲気も含めてお話を伺えると期待しておりま

す。それでは武藤補佐、よろしくお願いいたします。 

 

○武藤講師： 

ただ今ご紹介にあずかりました林野庁の武藤と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 本日は、森林、あるいは海外の植林等に知見の深い皆さま方がたくさんお集まりになっている

と伺っております。現場の話とかそういう点では、私よりも大変知見が深い皆さま方がいらっし

ゃると思います。万が一、私の話の中で、これは現場の現実とは違うとか、そうしたご指摘も含

めていろいろご教示いただく機会とさせて頂ければ幸いと思っています。 

 本日、国際緑化推進センター様よりいただいたテーマが、「A/R CDM および REDD に関する

国際議論の動向と日本の取り組み」ということで、私のほうからは、次のプレゼンター、パネリ

ストの方々の発表のプラットフォームになるような、国際的な議論のレビューという形の内容で

報告をさせていただきたいと思っています。 

 今日は A/R CDM と REDD というテーマですので、おおむね二つに分かれる話です。気候変動

枠組み条約の下での取り扱いということで、大枠から少し頭の整理を始めて、それで CDM の話、

そして REDD の話というふうに紹介いたします。スライドの目次に書いてある順番で進めてまい

ります。 

 初に、気候変動枠組条約の中での森林について、確認しておきたいと思います。まず、気候

変動枠組条約、これは京都議定書の上位にあたる条約の中で、森林がどう扱われているかという

話です。 

 条約の第 4 条の中で、温室効果ガスの吸収源・貯蔵庫、この辺りには「森林」がキーワードで

入っていて、この持続的な管理を促進すること、ならびにこのような吸収源の保全を促進する、

これについて協力するということがうたわれています。これが条約の中で、森林の重要性という
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ことがうたわれている部分です。 

 次に、京都議定書の中での森林です。この第一約束期間、2008 年から 2012 年までの間ですけ

れども、先進国の排出削減約束達成のための柔軟性メカニズムとして、京都メカニズムがあり、

その中に CDM 植林（新規植林、再植林）が入っています。 

 また、本日のテーマではありませんが、先進国の森林の取り扱いもあります。先進国の吸収源

を各国の排出削減目標の達成に使ってもよい、これは選択性で使ってもよい、という話がありま

す。 

 その次に、2012 年に第一約束期間が終了した後の枠組み（次期枠組）の議論の中でもう一つな

されているのが、REDD といわれていますが、途上国の森林の減少・劣化に由来する温室効果ガ

スの排出の削減、です。 

 いろいろな会議の名前が出てくるので、一度これを整理のためにお示しします。上位の条約、

「気候変動枠組条約」の中で「京都議定書」が決まっています。気候変動枠組条約の中の 高意

思決定機関として、「締約国会合」、COP といわれています。この下に「補助機関」というのがあ

ります。ここで特に今日の話に関係するのが、科学的・技術的助言のための機関、SBSTA です。 

 あともう一つ、次期枠組みについて議論をしている「特別作業部会」があります。これは

AWG-LCA といわれていますが、ここで 2013 年以降の緩和について、すなわち排出の削減、そ

ういった点を議論しています。 

 京都議定書にも「締約国会合」、CMP といわれていますが、ここが 高意思決定機関になって

いて、これには京都議定書を批准した国のみが入っています。すなわち、アメリカはここに入っ

ていません。 

 あとは、今回のテーマでもある「CDM 理事会」、CDM の運営にかかわる機関があります。あ

と、そのさらに端っこにある「特別作業部会」がもう一つありますが、これは京都議定書の第二

約束期間について議論をする AWG‐KP という会合です。特別作業部会（AWG）というのは、

条約の下にあるもの（-LCA）と京都議定書の下のもの（-KP）の二つがあるということです。 

 一番下のところですが、CDM は京都議定書の中で決まっている制度ですので、京都議定書の

下で議論されます。なお、科学的とか技術的な部分については SBSTA で議論します。 

 もう一つ、REDD の話については、今、京都議定書の中にルールがありませんので、特別作業

部会 LCA のほうで議論し、技術的な部分は SBSTA で議論しているという整理になります。 

 まず、A/R CDM の話に入ります。ご承知のとおり、スライドの上の方に絵が描いてあります

が、先進国と途上国の間で行う取り組みです。先進国の投資家なり NGO なり、さまざまな組織

が資金あるいは技術を途上国に対して投入して植林を行う。そこで、森林が成長する過程で（空

気中から）取り除かれた（吸収された）CO2 分がクレジット化されます。それがプロジェクトの

参加者に配分されて、これが必要に応じて先進国の排出削減目標の達成に用いられます。あるい

は、場合によっては市場で売買されます。 

 CDM の現状から順次ご説明します。数字が出てきますが、これらは 2 月 3 日時点のものです

ので、もしかしたら今は変更されているかもしれません。CDM そのものは、現在、全体で 2,000

件ほど登録されています。これは排出削減予測量というものを併せて登録しているわけですが、

これで 3 億 4,000 万トンぐらいの年間の削減量が見込まれているという状況です。 

 プロジェクトの登録地域に関しては地域偏在的になっています。右の円グラフをご覧いただく
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と分かりますとおり、中国、インド、ブラジルとメキシコで 7 割ぐらいの件数があります。 

 これは件数ですけれども、排出削減予測量になりますと、中国、インド、ブラジルまでは一緒

ですが、4 番目が韓国になります。いずれにしても、地域的には、一部の国が相当程度に、CDM

プロジェクトの対象というか、プロジェクトの実施対象国（ホスト国）になっています。 

 その一方で、CDM 植林プロジェクトは、現在登録されているのは 13 件です。2,000 件のうち

の 13 件ですので、プロジェクト数で 0.54 パーセント、1 パーセントに満たない数です。 

 そうはいっても、ポジティブに申し上げると、登録数を見てみると、2006 年に 1 件中国でのプ

ロジェクトが登録された後、ようやく 2009 年に入って 10 件が登録されて、その後 2010 年の 2

月現在で登録されたものがさらに 2 件あります。前向きにとらえれば、登録が進んできたな、と

いうことかもしれません。 

 さらに次のところで、CDM 植林の排出削減予測と書いてあります。これは総計で大体 40 万ト

ンぐらいの予測量になっています。これも、やはり排出削減プロジェクトの予測削減量の総計と

比べると極めて小さい値です。 

 排出削減のプロジェクトと吸収源のプロジェクトの違いということでよくいわれている点とし

て、非永続性であるとか、あるいはプロジェクトの長期性であるとか、そういった点が排出削減

プロジェクトと大きく異なるといわれています。 

 非永続性の話に関していいますと、下に小さく書いていますが、森林の特性ということで、い

ったん吸収した、あるいは成立した森林が、何らかの形でなくなってしまう可能性がある。枯れ

たり燃えたりする。そうすれば、一度大気中から取り除かれた（吸収された）CO2 が再度大気中

に放出されるというリスクがあるということです。 

 右側にプロジェクトの大まかな流れを書いています。 

 現状としまして、PDD の作成から入りますが、承認済み方法論が今 15 件程度あります。有効

化審査がその次にありますが、これは変更が頻繁にあるもので一概には言えませんけれども、大

体 60 件ぐらい。今現在、プロジェクト登録がなされているものが 13 件。審査中というか登録手

続き中が 1 件です。 

 あと、中国、ベトナム、ウガンダとかパラグアイと書いてありますけれども、何らかの形で日

本の企業等々が関与をしている案件があります。 

 実質的に本邦関係者が主となってプロジェクトが登録されました、という案件について申し上

げると、パラグアイの案件が 1 件という状況です。 

 その後のプロセスとしては、プロジェクトの実施状況をモニタリングして吸収量を算定し、検

証、認証をして、クレジットが発行されるという手続きで進んでいきます。 

 このスライドは現在登録されているプロジェクトの一覧です。先ほどプロジェクトの登録状況

をご説明した際、中国、インドが多いという話をしましたが、このホストパーティーズ、途上国

の一覧を見ていただくと、CDM 植林に関しては、それ以外の国も幾つか入っているということ

をご確認いただければと思います。 

 次に、CDM 植林の現状ということで、現在のルールのポイントを確認しておきたいと思いま

す。吸収源のプロジェクトということで今認められているのが、新規植林、再植林プロジェクト

です。新規植林と再植林、これは、対象となる土地がある時点で森林だったかどうかが問われる

のですが、基本的には植林プロジェクトが対象になっています。 
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 次に、京都議定書の目標達成という観点から申し上げると、国内の温室効果ガス総排出量の 1

パーセントを上限に、CDM 植林のクレジットを計上できることになっています。 

 3 番目として、将来の約束期間における CDM の取り扱いは、今まさに交渉事項となっており

ます。 初の CDM 植林のルールに戻りますと、新規植林、再植林に限定していると書いてあり

ますが、つまり第一約束期間の吸収源プロジェクトは新規植林、再植林が対象であるとされてい

るのみですので、次の約束期間についてどうなるのかは、現段階で決まっていない、ということ

になります。 

 次の約束期間がどうなるかが決まっていないと申し上げましたが、これがまさに現在の交渉事

項の一つでもあるわけです。現在の交渉状況をご紹介すると、AWG‐KP、つまり京都議定書の

下の特別作業部会での検討においてですが、2008 年の 5 月の会合で、CDM を次の約束期間にお

いても約束達成の補足的手段として用いることとしてはどうか、という方向で検討が進んでいま

す。 

 では、この後どうしましょうか、という話になりますが、AWG‐KP、特別作業部会、2009 年

12 月の段階では、これまでに各国がいろいろな意見を出したわけですが、これをある程度検討し

て、CDM の改定案というのを整理しているところです。 

 これだけ聞いてもよく分からないと思いますので、具体的に今どういうふうになっているかを

ご説明いたします。注意していただきたいのは、これで決まったというわけではなくて、あくま

でも検討中ということです。 

 今の検討中の文書に入っているアイテムとして、A/R CDM（新規植林と再植林）というのは、

第二約束期間も引き続き有効ですよ、ということ。その次に、他の活動は将来合意されれば有効

と書いてありますけれども、他の活動というのは、吸収源プロジェクトについて、第一約束期間

は新規植林、再植林が有効ですよ、としていますが、それ以外の活動についても追加してはどう

かという提案も出されています。 

 例えば、農地土壌管理が吸収源プロジェクトに認められるのではないかとか、森林の管理をす

るということも認められるのではないか等、いろいろな意見が出ています。これは、将来さらに

検討して合意されれば有効という、状況になっています。 

 ルール的なものですが、新規植林、再植林のモダリティー等については、第二約束期間も今ま

でどおりとなっております。 

 あと、非永続性の取り扱いについては、これもこれまで過去ずっと議論されてきましたが、こ

れもまた引き続き検討していくというトーンで、将来の決定による、という書きぶりになってい

ます。 

 新規植林、再植林のクレジットの目標達成への計上については、次期約束期間も基準年排出量

の 1 パーセント上限ということになっています。1 パーセント掛けるＸと書いていますが、つま

り年に 1 パーセントで、約束期間が例えば 5 年であれば、掛ける 5、10 年であれば 10 というこ

とで、いずれにしても 1 パーセントを上限ということで、今のところ書かれています。 

 次に、これについては将来の約束とは少し分けて聞いていただきたいと思います。すなわち、

これは情報として申し上げる程度に留めたいと思いますが、第一約束期間の新規植林、再植林の

制度の運用について議論になっていることがあります。それは、現行ルールで新規植林、再植林、

すなわち 1989 年末に森林がなかったとか、過去 50 年森林がなかった土地に植林をすることが認
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められることになっていますが、それ以外に、“Forests in exhaustion”という概念、こういった

ところも新規植林、再植林の対象にできないかという提案が上がってきております。“Forests in 

exhaustion”という、ちょっと言葉的にどういう訳し方が適当なのか分かりませんが、“疲弊した

森林”とかそんな言い方をされる場合があります。これについて CDM 理事会、A/R ワーキング

グループが検討してきています。 

 現在、CDM 理事会が“Forests in exhaustion”、FE と書いていますが、これについてこんな

考え方としてはどうかと示しています。それを丸めて言うと、1989 年末とかに、森林であるが、

その森林でプロジェクトをしなければ 後に伐採してそれでお終いになり、違う土地利用になっ

てしまいますよ、という場合、そういう森林であれば、新規植林、再植林の対象にできないか、

ということが一つの解釈、提案としてあります。 

 これについては、今回の京都議定書の下でやる CMP 会合では、科学技術的な補助機関、SBSTA

で検討する、ということになっています。これは第一約束期間の中の CDM 植林の取り扱いとい

うことになります。 

 次に、REDD の話に移りたいと思います。少し世界の森林の状況をレビューしておきますと、

森林の面積が 39 億ヘクタールぐらいあります。陸地の 3 割ぐらいあります。この森林が減少して

います。画面でご覧になると、ブラジルとかコンゴ流域、コンゴ盆地周辺、あるいは東南アジア、

インドネシア等が赤くなっています。これがつまり森林の減少が起きているところ。この減少面

積は大体 1,300 万ヘクタールぐらいです。 

 その一方で、緑色になっているところ、中国とかヨーロッパ等ですが、こういったところは森

林が増えている地域。それが年間 560 万ヘクタールぐらいあります。この減少面積から植林面積

を差し引くと大体 700 万ヘクタールぐらいの森林が毎年減っているという状況です。 

 よくいわれておりますが、森林からの温室効果ガスの排出量ということで、いろいろな数字が

あるのですが、例えば、ということで申し上げると、森林減少等に由来する温室効果ガスは、世

界の温室効果ガス排出量の 2 割程度とされています。右側の円グラフは IPCC の第 4 次評価報告

書から取ってきていますが、森林減少等に由来するものは 17 パーセントという数字が出されてお

ります。これについては、ほかにもいろいろな数字があります。 

 こういった背景がありますよ、ということを確認した上で、REDD のアイデア、コンセプトに

ついてレビューします。REDD は、2005 年のカナダでの締約国会合で、パプアニューギニア、

コスタリカが共同提案した考え方です。 

 REDD の概念としましては、スライド右側のオレンジ色の線で書いた図のとおりです。CDM

のベースラインのようなイメージですが、ある時点において、過去の経緯から予想される排出量

を将来予測するということで、何もしなければこのまま森林からの排出量が増えますよ、という

線。これを参照排出レベル（ベースライン）と呼んでいます。これを設定した上で、ある時点か

ら森林減少対策を実施した場合に、ある程度排出量が減れば、その差分を求めて、これに対して

何かしらのインセンティブを与えることができないか。これによって森林減少への対策が進まな

いか、そういうことにインセンティブを与えられないか、というようなことが、アイデアとして

出されたということです。 

 これについて、2007 年のバリでの締約国会合で検討が行われて、2009 年中に REDD を含めた

次期枠組みについて検討することを合意しました。すなわち、去年末までに何かしらの方向性を
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出すということが求められていました。 

 ただその一方で、例えば参照排出レベルをどうやって引くのかとか、どうやってモニタリング

するのかとか、いろいろ検討すべき課題が山積しているという状況にありました。それが縷々検

討されてきているということです。 

 細かい検討については特にここでは紹介しませんが、検討した結果、去年の末にどうなったか

ということをご紹介します。一つ目のポツは今申し上げたことです。二つ目のポツですけれども、

COP15 の成果ということでコペンハーゲン合意というものがありますが、この中で、森林減少、

REDD プラスという言葉で幾つか言及されて、かなり単純化して書いていますけれども、森林減

少・劣化からの排出削減とか、あるいは吸収源の役割の重要性について、あるいはこれに関連す

る取り組みを進めるということで、資金の必要性ということが言及されております。 

 技術的にいろいろ課題があるという話を申し上げましたが、SBSTA では、森林からの吸収とか

排出量をどうやって推計するか、あるいはどうやってモニタリングするかといったようなガイダ

ンス的なもの、メソドロジカルガイダンスが決定されたということです。 

 なお、REDD の政策論、つまり、先ほど図をお示ししましたが、あの枠組みの中でどうやって

インセンティブを与えるか等、そういった出口の部分については今回決定しませんでした。つま

り、資金をどうするのかとか、あるいはどういう範囲で REDD の取り組みをするかとか、どうや

って測定（Measure）とか報告（Reporting）とか検証（Verification）とか、MRV と通常言って

いますけれども、これをどうするのか、ということについては今回決まりませんでした。こうい

ったテーマというのは、REDD だけのテーマではなくて、全体の交渉というか、温暖化の枠組み

の中でどういうふうにやっていくかというテーマ・課題と考えられます。 

 後になります。テーマにありますわが国の取り組みという話です。一つは、COP 決定の中に、

COP13 のころからですが、いろいろやりながら考えていく、あるいは経験しながら知見を蓄えて

いくということの重要性がずっといわれてきています。 初のところに実証活動等の重要性、と

書いてありますけれども、とにかくいろいろやってみましょう、ということが国際的には共有さ

れているということです。 

 例えば、衛星から森林の状態を判読するという技術を開発して、これを REDD につなげられな

いか、というようなこと。あるいは、その下に書いてあるように、FCPF、世界銀行が資金面に

ついて実証活動を進める、というような取り組みもしておりまして、これには日本も資金を拠出

しています。こういった取り組みを進めている、こういう取り組みに関与しているという状況で

す。 

 その一方で、まさに経験が必要という話ですけれども、実証活動には地道に取り組んでいく、

あるいは人づくりをしていかなければいかないという点です。これは何も、途上国の中で技術者

が必要とか、もちろんそれも必要ですけれども、日本からも支援できる技術者、あるいはその技

術自体も必要なのだろうと思います。そういったことについても支援していくという体制も、国

内でいろいろとやっていなかければいけないと思っているところです。 

 あと 後に、来週、REDD に関して技術的な国際セミナーを予定しておりますので、ご関心が

ありましたら、是非こちらの方にもおいでいただければと思っています。私からは以上とさせて

いただきます。ありがとうございました（拍手）。 
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○司会： 

武藤補佐、どうもありがとうございました。 
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「インドネシアの REDD 取組事例」 

Dr. Daniel Murdiyarso （CIFOR, Senior Scientist） 

 

○司会： 

それでは 2 件目の報告ということで、Daniel Murdiyarso 博士をご紹介いたします。博士は現

在、国際林業研究センター、通称 CIFOR と呼んでおりますが、CIFOR の環境サービス分野の主

任研究員をなさっておられます。インドネシアのボゴール農科大学をご卒業された後、1915 年に

イギリスのリーディング大学より気象学で博士号を取得されておられます。現在も CIFOR の主

任研究員をなされておられる傍ら、母校のボゴール農科大学で気象地球物理学部の教授も務めて

おられます。 

 また、LULUCF 分野では第 3 次、それから第 4 次の評価報告書につきまして、主執筆者、あ

るいは査読、編集をご担当なされまして、皆さんご存じかと思いますが、UNFCCC が IPCC、ノ

ーベル平和賞を受賞されましたが、それにも多大な貢献をなさっておられます。 

 また、2000 年から 2 年ほど、インドネシア環境省の副大臣としても務められまして、気候変動

枠組条約のフォーカルポイントも務めたご経験があります。 

 ちなみに、このパネルディスカッションは今回が第 10 回目ですが、実は 2004 年の 2 月、第 4

回のパネルディスカッションにもご講演をいただいております。それではお願いします。 

 

○Daniel Murdiyarso 講師： 

ご紹介ありがとうございます。インドネシアから来ました Daniel と申します。まず、私の所属

している CIFOR についてご説明いたします。世界的、国際的な農林水産業の研究グループとし

て、Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)がありますが、CIFOR

というのは、その 15 あるセンターのうちの一つです。CIFOR は、インドネシアに拠点を置いて

おりまして、これが私たちの本部です。昨日、JIFPRO の佐々木理事長とお話をさせて頂き、佐々

木理事長も CIFOR 創立者の一人であるということをお聞きし、CIFOR 創立に手を貸してくださ

ったことを、私も誇りに思っています。 

 CIFOR の大目的として、人類福祉を進めるということがあります。天然資源の劣化というと、

熱帯雨林がそれに当たるといわれますが、ぜひそれを止めたいと。そしてまた、やはり環境を保

全して人類の福祉を進めたいと思っています。そして、これを途上国で広めたいということが目

的です。 

 現在のところ、私たちはいろいろな途上国で活動していますが、私たちで全部やることではな

くて、パートナーと一緒に活動する、壁のないセンターをというのが、私たちのモットーです。

政府、NGO、大学、開発機関、いろいろあります。取り組むべき問題に応じて非常に柔軟にいろ

いろなパートナーと手を組んで、そして研究の議題を決めて、そして現地に向かうことにしてい

ます。現地において更に協力する場合もあります。 

 先ほど申し上げましたが、本部はインドネシアのボゴールにあります。インドネシア政府が土

地を提供してくれていまして、支援をしてくれております。 

 土地だけではなくて、基本的に当センターを政府が支援をしてくれていますし、それから林業
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局とも緊密に連絡を取っています。また、地域のオフィスもありまして、一つはアフリカの西部、

もう一つがアフリカの中央部、地域センターです。かつて南米にもあったことはあるのですが、

今は七つのプロジェクトのオフィスが国ごとに熱帯で散っているというところです。これについ

てはもう少しご説明したほうがいいと思います。 

 REDDについてのグローバルな研究の説明の前に、このプロジェクト・オフィスですけれども、

非常に重要な役割を果たしていまして、私たちをパートナーとして助けてくれています。あるい

は寄付者、ドナーとしても活動しておりますが、37 の研究サイトを持っておりまして、赤いとこ

ろ、これは将来のものです。で、プラス 30 が今リストに入っておりまして、待ち状態です。とい

うことは、50 以上の熱帯地方での研究サイトを持っているということになります。 

 さて CDM のプロジェクト、先ほどご紹介がありましたが、4 年前にこの場で CDM の説明を

したことがあります。インドネシアでは、そのときにはたくさんのプロジェクト設計書（PDD）

の開発がありました。いろいろな場所で、いろいろな規模で、いろいろな参加者で、いろいろな

ステークホルダーで、NGO もいましたし、民間企業も参加してくれました。それから地方政府も

参加してくれまして、たくさんの計画がありました。これはそのときの A/R CDM の PDD 開発過

程です。 

 また、われわれとしては、ＡＤＢ、アジア開発銀行とも協力をしまして、PDD を進めたわけで

す。非常に小規模なものでしたが、インドネシアで A/R CDM の PDD の開発を進めることができ

ました。 

 これらの PDD の中には、現在、二つがパイプラインに位置づけられています。理事会にも提

案されておりまして、提案の命運は分かりませんけれども、二つの提案をしたのは地方政府、そ

して地方の NGO でした。ですから、インドネシアにおける A/R CDM の開発の歴史としては、

このようなものになると思います。研究者としては、当事者に加えて、たくさんのステークホル

ダーを関与させること、民間企業を関与させる必要性があることを学びました。 

 ただし、A/R CDM は地方の現場が対象地となりますので、首都ジャカルタの中央オフィスか

ら牛耳ることはできません。あるいは、大都市からコントロールすることはできません。A/R と

は新規植林／再植林のことですから、まず、どこに新規植林（Ａ）の適地があるのか、再植林（Ｒ）

の適地があるのかを見極めなければなりません。京都議定書の下で、A/R の定義は厳しいもので

す。ある植林候補地について、それが再植林（R）活動の適格地であるか、すなわち 1990 年前に

森林がなくなった場所であるかを確認するのは、なかなか困難でした。それが、京都議定書の下

での A/R の定義でしたけれども、それが困難でした。というのは、インドネシアでは、1990 年

の後に本格的に植林が始まったからです。 

 また、新規植林（A）活動については、50 年前に森林がないところと定義されていますが、そ

の確認は非常に難しいわけです。そういう見地から、まず、京都議定書の下で A/R の適格地を見

つけるのが難しかった。 

 2 番目の問題として、トランザクション、実施手続きの見極めです。提案者としてよく分かっ

たのは、現地と中央政府を行ったり来たりすることが困難だ、ということでした。コンサルタン

ト等たくさんの人を連れて行くと、手間だけでなく、非常にお金が掛かるわけです。だから本当

に、このようなプロセスをして疲れてしまった人が多かったわけです。 

 ですから、30 ぐらいのサイトを候補とした中で、プロジェクトの数がどんどん減っていって、
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終的に 4 ヵ所になってしまいました。冗談ですが、CDM は、クリーンデベロップメントでは

なくて、すごく難しいメカニズム、「コンプリートリー・ディフィカルト・メカニズム」だという

声もありました。それを教訓として、REDD はもう少し別のやり方をしようではないかという話

になっています。 

 したがって、本日ご説明したいのは、これまでに何をやってきたか、そして将来何をやるか、

その二つの違いを明らかにし、将来的にかみ合わせるかということが、REDD では重要だと思っ

ています。ただ、課題は、恐らく解決法を見つけることでしょう。 

 研究者という見地から、幸いなことにパートナーがたくさん協力してくださいましたので、出

版物をまとめることができました。国際的にも、出版物及び得られた知見を公開しています。例

えばこの出版物ですが、このホールを出たところに少しサンプルを用意しておりますので、ぜひ

手に取っていただければと思います。サンプルが足りなくなりましたら、お名刺をいただければ

私たちの方から後ほど送らせていただきます。 

 また、啓蒙活動も A/R CDM に関しては、インドネシアでは、英語でも、それからインドネシ

ア語でも積極的に実施しております。プロジェクトのサイクルについて、人々に周知しようとし

ているのは、例えばあるプロジェクトのアイデアが浮かんだときにどうするのか、それからどう

するのか、そしてどのような手続きを取らなければいけないのかです。 

 そして、3 番目の項目として、これまでの議論、論点です。新しい新規の参入者にとっては、

プロジェクトの開発を考えるときには過去の議論が非常に役に立つということです。 

 例えば、CDM の国内機関としては、指定国家機関（DNA）というものがあるわけです。国家

の機関に、それから UNFCCC には CDM 理事会もありますので、どういうふうにそれらの手続

きを通過するのかを説明しています。 

これまでインドネシアにおいてたくさんの CDM プロジェクトが認可されました。A/R ではな

いですけれども再生可能エネルギー関係ですとか、あるいはエネルギー効率、炭素、メタン捕捉

などのようなプロジェクトが進んでいます。が、しかしながら、A/R CDM に関しては現在進行

中のものが二つしかありません。 

 このような中、REDD の研究の中で、どうニッチを見つけるかが問題になります。私たちはま

ずグローバルな比較研究をしています。Global Comparative Study(GCS)-REDD と書いてありま

すが、ここでは、REDD の重要性を説明しています。 

 REDD の研究と実施についての原理原則は、これにより排出量を有効に減らしてくれること。

そして、1 番目のＥというのが、本当に排出量を効果的に減らすかどうか、これが一つ目のＥで

す。あるツールを使うことによって、国家、あるいは現場レベルで評価しなければいけません。

モニターしなければいけません。 

 2 番目のＥというのが、REDD を実施するためのコスト効率です。ほかの経験を見ると、実施

に際してプロジェクト経費が高ければ、人々はがっかりするわけです。前の経験からも分かって

います。そうすると、REDD のプロジェクトはやりたくないということになりますから、二つ目

のＥとして、コスト効率が求められます。 

 3 番目の原則は何か。3 番目のＥは何かというと、平等性です。REDD の恩恵があれば、平等

に共有しなければいけません。非常に重要ですね。プロジェクト開発の当初から、これに対処し

なければいけません。ある基線を定めて、将来はこういうことが起こりうる、そして恩恵があっ
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たらこう分かち合いますよ、と考えていかなければいけません。国家のレベルで見なければいけ

ないし、それから現場レベルでも見なければいけない。 

 次に、三つの部品がありまして、二つがもう既に組み込まれています。もう一つのモニターと

いう、それからレポート、MRV、これが REDD の新しい用語ですけれども、CDM のプロジェク

トサイクルと同様に、REDD でも国内の指定国家機関がありまして、そこから、MRV の担当機

関に認められて、それを通過しなければいけません。去年始まって 4 年を計画しています。去年

やりましたのが、いろいろな国のプロジェクトを識別して、国のプロフィールを決めて、今年も

っと分析を進めて、 初の国の数を増やそうとしています。 

 初はまず、研究において、国の政策プロセスを見てみました。国の政策がどのように策定さ

れ、実施されているのか。どういう組織、制度が REDD プロジェクトにかかってくるのか。環境

省なのか、林業省なのか、財務省なのか等々です。インドネシアでもそうですが、こういうこと

は各国でもなかなかハッキリしないところがあるのではないでしょうか。 

 また、戦略の適切性についても評価しようとしました。インドネシアでは、これを見極める上

でいろいろ難しいところがありますが、実施に当たって戦略が適切なのかどうかを判断します。

もし、戦略がないならば、どうすれば将来の REDD の実施に当たって改善できるのか、等々の課

題を見てきました。 

 それから、バリアはどんなものがあるのか。どういう問題や、REDD 実施に当たってのリスク

があるのか。ガバナンスなのか、財務なのか、財政問題なのか、今後 3 年ぐらいでどういうバリ

アがありそうなのか、こういうところも見ようとしました。 

 この研究を実施するに当たって、いろんな状況を見ようとしたわけですが、まず、国のプロフ

ィールを作るところをやりました。次に、アクターの分析をしてみようとしました。どういう人

たちがどういう能力を持って参加しているのか。どういうキャパシティビルディングがさらに必

要なのか。それから、メディアなども分析しました。メディアの REDD に対する理解度はどうな

のか、メディアの論調を分析してみました。ニュースだけでなく、解説記事なども見てみました。 

 これは非常に役に立ちました。国レベルの状況を評価する上で、この辺は大変有用でした。そ

して各国を比較していくという段階になるわけです。インドネシア国内でこのように集中的に研

究をしました。 

 そして、この実証活動の各サイトを見てみようと。インドネシアでは、いわゆるレディネスフ

ェーズといっていますが、実際に実証する前の、準備するというその段階ですね。制度的な面、

どのように準備が整っているのかということを見て、記録しようではないかと。それでもって、

この政策的なベースラインを見ようとしたわけです。そして、実施した後をその後見ることによ

って、その準備段階の状況と比べると、実施によってどのように変わったかということが分かり

ます。 

 そして、勧告、リコメンデーションを第 2 世代の REDD に向けて作ろうと。これがわれわれの

研究の流れです。これはローカルレベルです。 

 次に、モニタリングサイトになりますけれども、非常に高度な、お金の掛かるリモートセンシ

ング、階層の高いリモートセンシングを使ったり、あるいは地元にある技法を使ったりもしまし

た。それは、地元の人にも入ってもらうためでもあります。 

 モデルを使いまして、正確性を国のレベルで確保しようと。そして地元にあるいろんな昔から
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の知識も使おうということで、コンポーネントの 1、2 というふうに組み合わせました。 

 初年度はボリビア、ブラジル、カメル－ン、インドネシアです。これは続いていますが、国の

数は増えています。初年度からの国々はそのまま続いていますし、今後も国の数は増えていく予

定です。 

 初のこの 4 ヵ国について、非常に研究が今、本格的に集中的に行われている 中で、全部で

30 ヵ所ぐらいになります。 

 インドネシアの現状をちょっと見ていただこうと思います。この棒グラフですが、CO2の排出、

世界でトップ 20 を挙げました。インドネシアは 4 番目になります。排出という意味では 4 位で

す。この色のところをご覧ください。茶色をご覧いただきますと、これがここでだけいいますと

一番多いわけです。 

 すなわちインドネシアの排出は、ほとんどこの土地利用、土地利用変化および森林減少からき

ているということが、まず重要な事実として分かります。インドネシアがこれだけ排出している

その源は何なのか、そしてその理由は何なのかと。すなわち、森林減少の背景に何があるのかと

いうことを知ることが必要です。そうでないと対策は取れない、REDD プロジェクトも上手くは

できないと思います。これが分かりますと、インドネシアで REDD をすることの有用性というの

がこれでさらに確認できると思います。 

 近の研究によりますと、土地利用変化による排出、特にピート、泥炭地の場合、非常に各セ

クター間を横断的に見ても、一番多いということが分かります。この森林部門が一番多いという

ことが分かります。15 億トンということになります。1 年間で CO2 換算で 15 億トンですね。大

変な量ですから、やはりこれを見ても大変だと、この LULUCF で見てもこれだけであると。 

 ですから、やはり土地利用変化への対応、特に泥炭地における対策が重要だということがこれ

でも分かります。これについてはまた触れます。 

 そして、いろんな活動をいろいろ NGO も自治体などもやりまして、いろいろ財源なども得て 7

件、スマトラ 11 件、カリマンタン 2 件、それからさらにパプアで 2 件、それからあと 2 件追加

すると思いますが。それから 31 ヵ所の潜在的なサイトというのが、インドネシア全体であります。 

 今、泥炭地と申し上げましたけれども、ほとんどこのような活動も、やはりみな戦略的に泥炭

地を選びました。このように、ちょっと細かくて見にくいかもしれませんが、トータルでピート

における炭素の貯蔵量は 330 億トンということになります。 

 ですから、大体このピートだけで 1,000 億トン近いということになります。グローバルで

1.5ppm に抑えるということになりますと、泥炭地の CO2 排出量は、インドネシアだけで 80 年

分ということになります。これだけの量が、インドネシアの泥炭地には貯蔵されているというこ

とになります。 

 これは 25 ヵ所なんですけれども、 初だけをちょっとハイライトしたいと思います。場所はア

チェです。75 万ヘクタールになっていますが、これは特別な扱いをしておりまして、アチェとい

うのは、それまで内戦もありまして一種の自治権を与えられました。伐採のモラトリアムが非常

に強力に実施されているところでもあります。ここでは伐採モラトリアムの影響がどうなのか、

非常に注視されています。 

 それからもう一つ面白いと思われるのが、カリマンタンの中部。ここも泥炭地です。35 万ヘク

タールという、やはり大掛かりなものです。A/R CDM の場合には、500 ヘクタール程度なのです
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が、こちらの REDD は 35 万ヘクタールという広大な地域です。数百万トンの CO2 がここで捕捉

できる可能性があります。CO2 セービングというところを見ると分かると思います。 

 それからジャワ島。非常に人口が稠密なところです。それから、バリ島、特にバリも人口が多

いところですから、非常に今後が期待されるところです。 

 これがアチェです。スマトラ島の北端のところにあります。これはウルマセンというところで、

ここが 75 万ヘクタールのところです。こっちのところはもっと広いのですが、100 万ヘクタール

以上ありますが、こちらを合わせてアチェの全面積になります。200 万ヘクタールがまだ森林が

残っている場所がこのようにありますから、森林減少をどのように避けられるのか、そして排出

をどのように減らせるか、非常に興味深いところです。 

 これがカリマンタン、ここが泥炭地ですが、ここでメガライスプロジェクトが実施されている

ところで、新しい水田が作られているところです。このように水路を作って、ずっとかんがいを

して排水をしたところです。10 年ぐらいこのプロジェクトは実施されてきました。 

 REDD を実施する上で、もう既にお話がありましたが、まずレファアレンスレベル、参照レベ

ルを設定します。これは歴史的な、例えば直近の 5 年、10 年を見て、森林減少の推移を見るのか、

あるいは経済開発ということで、木材の、あるいはパーム油のプランテーションの面積増加とい

うところで見ていくのか。すなわち、植えて、明日あさって伐採するというふうにするのか。い

ずれにしても、参照レベルで、われわれが何を目指すのかというところを決めるのは非常に重要

なことです。 

 ただし、各国によってもちろん状況は違います。森林の状況も違います。例えばパプアのほう

に行きますと、ここは非常に森林の被覆率が高い、そして森林減少率は低い。カリマンタンに行

きますと、被覆率が高い。しかし、森林減少率も高い。ですから、一つだけの参照レベルをイン

ドネシアのような大きな国に十把一絡げにはできない。スマトラのほうは、森林の被覆率が低い。

そして森林減少も大きい。しかしジャワのほうは、マイナスの森林減少といってもいいほど、森

林は今、増えています。もともと森林は少なかったわけですが。パプアの場合はこのような率で

す。ちょっと横ばいです。カリマンタンはこのように急勾配、そしてスマトラでは横ばい、そし

てジャワではまた増えていると。 

 このような状況で、国全体のレファレンスレベルはどうあるべきか。これは政治的な意思決定

が必要ということになります。 

 政府のほうは何をしているかというと、ステークホルダーとともにいろいろ準備、対応に務め

ているところです。まず、全般的な土地利用戦略を作ろうということになっています。バリでこ

の REDDＩというのが作られました。これは土地利用戦略です。森林伐採、保全、国立公園など

5 種類ぐらいに分かれておりまして、それから油ヤシ、紙パルプ等々、これらの戦略が検討され

ています。REDD の戦略の中に入るということになると思われます。 

 それからいろいろな制度づくりも進んでおりまして、いろいろな省庁などでも対応の準備が進

められています。林業省も当然そうですし。当然、主官庁になってくるのが、この法令整備とい

う意味では林業省ということになります。国際交渉で重要な役割を果たすのは環境省。それから

BAPPENAS というのが国家計画庁ですけれども、これは予算の手当などで極めて重要な役割を

果たします。 近、大統領令の下でできたのが NCCC、これは気候変動国家協議会というもので

す。いろいろな動きが今でもありまして、もしかしたら方向が変わるかもしれません。いろいろ
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調整が必要ですから、強力なリーダーシップも必要で、そうでないと実施できないということに

なってくると思います。 

 今、2009 年から 2012 年まで、今、 初の準備を完了させる段階にあると思います。これから

他国間からの支援という意味でも、世銀の FCPF 基金や国連の UN-REDD などからも支援を得て

いきます。それから 2 国間、バイの支援も得ておりますし、日本からもいろいろな支援を得てい

ると思います。ここに挙げたのは幾つかの例だけです。 

 では、この REDD と A/R CDM の違いは何か。先ほど、ご説明がありましたが、モントリオー

ルのところで 初に話が出たと。そして、バリで今度は検討しようということになり、バリ行動

計画が出まして、そしてアドホック、この作業部会に任せようということになって、そして AWG

‐KP のほうでもやろうと。それからまた、REDD プラスはコペンハーゲンでも随分議論されま

した。 

 というのは、世界がこれだけ過渡期というか、いろいろな変化のときにあるからだと思います。

まず、コンゴ民主主義共和国というのは、大変密林がある、しかし人は少ないと。インドはどう

かというと、国土は広い、しかし森林はそれほど多くない。そうなると、われわれも同じような

状況になるかもしれない。インドネシアもこのような今、過渡期にあるわけです。ですから、た

だ REDD で排出を減らすというだけでなく、どのように保全（Conversation）をしたらいいのか、

ということが重要です。 

 すなわち、既存の森林を、今あるこの立木、すなわち既存の炭素の貯蔵の場を認識しようと。

そのためにはもちろんインセンティブが必要だということになります。そこで、持続可能な森林

経営（SFM）が必要であるというふうに認識されています。 

 次に、新規植林、再植林にも似ていると思いますが、このEnhancement of Carbon Stock（ECS）、

森林炭素蓄積の強化というところにもつながると思います。これは京都議定書における CDM 植

林でも も重要なことです。REDD でこのようなメカニズムができるのか。じゃあ具体的にどう

したらいいのか。それからまた、ガバナンスのやり方も、これは京都議定書ではなく、新しい議

定書になるかもしれませんが。土地適格性も今までのものとは違うものになるでしょう。1990 年

の前までにこの森林があったかどうかというのは、もう問題ではなくなるのではないかと思いま

す。ある場所において、今後、炭素貯蓄が増えることが一番重要です。 

 しかし、ダブルカウントを避けるということも重要です。そうなると、ルールやガバナンスが

まだ足りないと思います。ある土地がある、そして CDM で勘定する、それからまた、同じ土地

なのに、この CDM だけではなく REDD の方にも勘定するというのはまずいですから、これを避

けるにはどうしたらいいのかという注意が必要です。 

 そこで、REDD の対象範囲を赤線で囲みました。“RED”D だから赤を使用しました。この中

で、この炭素貯蓄の強化というのは、REDD の拡張版のようになるのか。すなわち、森林保全を

ここでやって、一種のバッファーのようにするのか。それとも REDD の中でこの森林炭素蓄積の

強化というのをやるのか。バンダリーは同じにして、その中における蓄積の強化を図るのか。そ

の辺も検討しなければいけません。プロジェクトの設計においてそれは重要です。ダブルカウン

トをしないように、そして実際に効果のある形で排出を減らすことが必要であり、そして、かつ

それが効率的でなければならない。そして、公平な形でのその便益が、ベネフィットが配分され

なければいけないと思います。 
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 次の写真を見てわかりますように、泥炭地にはほとんどもう森林は残っておりません。このよ

うに劣化してしまっているからです。本当にこの 5 年間で、このように極端に進んでいます。と

いうのは、こういった地域というのは、そもそも人があまりいません。ですから、プロジェクト

をやろうということになると、例えば投資家と地域住民の対立はあまりないのです。しかし、そ

もそもそこの土壌中の炭素貯蓄というのは、普通の土壌の 10 倍ぐらいです。大体普通は 1 ヘクタ

ール当たり 300 トンといわれますけれども、ピートの場合には、同じ土地面積で 2,000 から 2,500

トンになるともいわれています。 

 では、こういうところで土壌中の炭素がどのように減少しているのか。このように排水が進ん

でおります。というのは、ここを耕地にして何かの畑にしようという動きがあります。オイルパ

ームのプランテーション化も重大な問題です。そうすると排水をします。排水をしてしまうと、

どんどん炭素が出ていくということになります。この乾燥が敵です。ですから、流れをせき止め

て、何とか乾燥を止めることが大切になってきます。 

ダム等を造成し、水位を保って乾燥化を防ごうという動きがあります。そして排出も 低限に

抑える、そして森林の成長も図って、伐採もしていくということ。REDD がそれで可能なのか。

乾燥化を食い止めることができるのか。そのような土地を、森林と呼べるような景観を作ってい

くことができるのか、維持できるのかということも重要です。 

 本日は、研究者という立場でお話をしてきました。当然ながら、研究はとても重要だと思いま

す。なんといっても、この全体の政策プロセスに対する情報提供が必要だと思うからです。やは

り、科学的に健全なものにしていくために、研究者の役割がそこにあると思います。この公共の

政策形成の場に、官民を問わずに情報を提供するのがわれわれの役割だと思っています。 

 それからまた、国および地方等のいろいろなレベルで、技術的な面や財務的な支援などという

意味でも、能力強化が必要だと思います。それから地元社会の関与の促進というのがとても重要

だと思います。というのは、土地保有の在り方というのも、土地によって違うし、地方によって

違うからです。 

 それからまた、公平性を確保するという意味で、やはり所得創出活動を提供するということが

重要だと思います。 

 また、多くの立ち退きをせまるようなことになると、危険です。REDD がかえって、解決策を

提供するのではなく、危険な問題をもたらすものになってしまいかねません。 

 また、自発的な拠出のメカニズムで REDD が立ち行くのかどうか、ずっと続くのかというのは、

まだわからないと思います。資金の提供源をこのまま確保していくべきなのか、あるいは市場の

メカニズムに任せるべきなのかまだ分かりませんが、いずれにしてもこのベネフィットについて

は、関係当事者に、みんなに公平にいきわたるようにしなければいけないと思います。 

 それから、能力構築も必要、キャパシティビルディングが必要です。まず、モニタリングはコ

スト効率のあるものでなければならない。先端技術を入れることによってお金が掛かり過ぎたの

では困ります。 

 それからまた、全体のプロセスをやはり明確で信頼性のあるものにしなければいけないと思い

ます。REDD はそもそも国のものとしてやっている。CDM というのはあくまでもプロジェクト

ベースですが、REDD というのは、やはり国単位でやるべきだと思います。そうすることによっ

て、リーケージを避けなければいけない。そして、永続性を確保することが必要だと思います。 
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 CDM の場合には、やはりリーケージはどうしても不可避なところがあると思いますが、REDD

というのは、そもそも設計の段階から国が責任をもってやるべきだと思います。ですから、国家

の国別の登録簿がやはり重要にもなってくると思います。ご清聴ありがとうございました（拍手）。 

 

○司会： 

Daniel Murdiyarso 博士、どうもありがとうございました。 
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「ベトナムでの CDM 取組事例」 

佐々木 昭彦 （日本工営株式会社環境技術部 部長代理） 
 

○司会： 

それでは 3 件目のご報告を佐々木様からお願いいたします。佐々木講師をご紹介します。佐々

木様は昭和 53 年、1983 年に日本工営に入社されまして、その後 27 年間にわたり東南アジアを

中心に農村総合開発、あるいはかんがい事業計画、森林管理、A/R CDM 等の国際協力関係に従

事してこられています。これらの案件での佐々木様の所管担当ですが、土壌、あるいは環境、農

業経済、あるいは社会経済、普及啓発、CDM 植林等々、非常に幅広く携わっておられまして、

近年は全体総括のお立場でもご活躍されています。 

 東南アジア中心と申し上げましたが、アフリカ、あるいは中近東、西アジアのご経験もお持ち

です。 

 また、1991 年から 2 年間、アメリカのオハイオ州立大学の大学院に留学され、環境政策学を修

められました。 

 本日のプレゼンは、総括を務められた JICA によるベトナムでの A/R CDM 案件のご報告と承

っております。机上の理論や、あるいは公式的なルールだけの話ではない、当事者ならではの貴

重な実体験と、それに基づく教訓、あるいは提言を期待しております。佐々木様、よろしくお願

いいたします。 

 

○佐々木講師： 

ただ今ご紹介にあずかりました、日本工営の佐々木です。今日は、JICA の調査の一環としてベ

トナムで関わりました A/R CDM プロジェクトについてご説明させていただきます。 

 まず、 初に全体的なことをお話ししたいと思います。このプロジェクトは、2004 年にベトナ

ム政府農業農村開発省森林局のほうから JICA に対して、『A/R CDM のキャパシティビルディン

グと、実施のための資金援助』のリクエストがありました。そのリクエストを基に JICA のほう

で検討した結果、2006 年から、主として、カウンターパートの A/R CDM に対するキャパシティ

ビルディングを通じて A/R CDM をベトナム国内で促進していこうという目的で始まった事業で

す。 

 従って、活動内容としては、カウンターパートに対して A/R CDM の理論を教え、PDD の作成

練習を行うとともに、特に大学、農業農村開発省および地方省等の関係者を招待して、ワークシ

ョップ、セミナー等を開催して、A/R CDM の啓蒙・普及をするというのが、JICA 調査の主たる

目的でした。 

 2006 年当時は、そのときはまだ中国の A/R CDM プロジェクト 1 件しか登録されておらず、

A/R CDM は方法論が難しいとか、登録が難しいとか、発生するクレジットも、非永続性の問題

等のため価格が低くて魅力がないとか、そういう否定的な見方が多かったのです。しかし、我々

調査団としては、そういう A/R CDM の啓蒙・普及や単なる A/R CDM の PDD 作成の練習だけで

は、本当のキャパシティビルディングにならないだろうということを調査団内で話しまして、各

カウンターパートとも協議した結果、単なる PDD の作成だけではなくて、登録かつ実施までや
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っていこうということを調査の当初段階で決めました。 

 それで、調査の途中段階で、計画の概要が固まった段階から、JICA のベトナム事務所およびハ

ノイに日本が進出している企業の集まり、ハノイ日本人会（日本商工会）みたいな集まりがあり

まして、そこを通じて『我々は環境保全と貧困削減に資するようなプロジェクトをやっています

よ』ということを紹介するとともに、『CSR の投資をしてくれるところはありませんか？』とい

うことを呼び掛けた結果、ベトナムの中で も有名な日本企業であるホンダベトナムさんをはじ

め、何社かが手を挙げて興味を示していただきました。そういった興味を示していただいた企業

に（プロジェクトの詳細内容を）説明した結果、 終的にホンダベトナムさんが合計で 3 億 5,000

万ベトナムドン、今の交換レートに直すと 18 万 5,000 ドルですが、大金を出していただくという

結果になりました。それでプロジェクト実施のめどがついたため、JICA のほうとしても、じゃあ、

調査を通じた PDD の作成および A/R CDM に係わる能力強化に留まらず、登録のための有効化審

査までお金を出そうということになりました。そして、有効化審査を 2008 年に実施し、2009 年

の 4 月 28 日に小規模 A/R CDM として登録できました。 

 実施主体は、Forest Development Fund という NPO です。これは、我々の開発調査のカウン

ターパートとしてかかわったベトナム林業大学と、このプロジェクトが位置するカオフォン県人

民委員会の二者が設立した新しい NPO です。 

 このプロジェクトのための小規模 A/R CDM 方法論は、A/R-AMS0001（草地、農地における再

植林）のバージョン 4.1 を使いました。クレジットは tCER。クレジットピリオドは 16 年間。登

録済みの A/R CDM を見てみると、大体どのプロジェクトも 20 年、30 年というきっちりした期

間なのですが、我々のこのカーボンプロジェクトだけが 16 年間。 

 なぜ 16 年間にしたかというと、単に事業期間が 15 年間。15 年間たったら、生産林ですから伐

採します。伐採した後、また再植林する構想があるのですが、取りあえず 15 年たって伐採して、

1 年たった 16 年後にプロジェクトを取りあえず終了する計画だったからです。実施主体が延長し

たければ、また、延長をしてもいいような環境であるならば延長すればいいと考えたものです。 

 プロジェクト対象面積は 308 ヘクタールと、非常に小さなプロジェクトです。次のスライドで

お見せしますが、対象とした土地は非常に荒廃した生産林地です。参加世帯は 310 世帯です。 

 現況ですが、計画上 2009 年から 2 年間にわたって、即ち去年と今年の 2 年間にわたって、こ

の 308 ヘクタールを植林する計画になっています。昨年の 9 月から、非常に遅れて植林が始まり

まして、去年は 11 月ごろまでに 135 ヘクタールの植林が終わりました。今年は残りの 173 ヘク

タールほどを植林して終わるという計画になっています。 

 一つホンダさんに出していただいた資金について説明します。ホンダさんとしてはクレジット

には全く興味がない。単に環境保全、かつ農民の収入向上に対する CSR の一環としてお金を出し

ていただきました。これはドネーションです。ですから、クレジットは 100 パーセントこのプロ

ジェクト参加者である Forest Development Fund が受け取ることができるようになっています。 

 プロジェクトサイトは、ハノイの西隣であるホアビン省のカオフォン県というところに位置し

ています。ハノイから車で約 2 時間半のところに位置していまして、サイトは五つに分散してい

ます。小さいサイトでは 20 ヘクタールで程度、大きなサイトは約 90 ヘクタール、五つの村がか

かわっているプロジェクトです。 

 サイト選定ですが、調査にかかわるベトナム政府と JICA との間で、ベトナム政府側が幾つか
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の代替案を調査団に示し、その中から調査団が適当なサイトを選んで、小規模 A/R CDM と PDD

作成の対象とするという合意になっていました。 

 実際、ベトナム政府側からは 3 ヵ所の候補サイトが提示されまして、そのうち 1 ヵ所がここカ

オフォン県のサイトでした。カオフォン県を選んだのは、ハノイから近いくカウンターパートも

調査団も調査に入りやすいというのが大きな理由です。残りの二つのサイトのうちの一つは、ハ

ノイから 6 時間の非常に山奥。ここは裸地でして、ベースラインカーボンも非常に低そうで A/R 

CDM としては非常にいいところですけれども、なにしろ町までアクセスするのに 6 時間、そこ

からまたサイトまで歩いて 3 時間という遠いサイトなので、調査に支障が多いと判断し選びませ

んでした。 

 もう 1 ヵ所のサイトは、ホアビンの中にあったのですが、もともと水田が放棄されたようなと

ころでして、ベースラインカーボンの点からは非常に魅力的なのですが、ベトナムの典型的な植

林対象地とは異なるということで選びませんでした。以上を勘案した上で、カウンターパートか

ら提示があったサイトのうちの一つ、カオフォン県のサイトが一番ベトナムの植林地としてどこ

にでもあるような様相を呈した場所にあったので、カオフォン県を選びました。 

 しかしながら、初めてカオフォン県に行きまして、提示されたサイトへ行ったのですが、実は

そこでは、農民が傾斜地にサトウキビを大々的に植えて農業をやっており、それをストップして

植林することはできない状況だったのです。サトウキビはこのカオフォン県の農民にとって大き

な収入源であり、それからの収入が大きいからです。そこでカオフォン県人民委員会に相談し、

他の適当なサイトを何ヵ所か紹介してもらい、この 5 ヵ所を選んだわけです。5 ヵ所とも、ベト

ナムの土地分類上『生産林』に分類され、植林するべき土地でしたし、かつ、2000 年の前半に土

地利用権が既に地元の農民に分与されており、土地所有に係わる問題も少なそうだったので、こ

のサイトを選んだ次第です。 

 これが選んだサイトのうちの一つのサイトの状況です。ご覧のようにハゲ山になっています。

この地図の上から下まですべてが我々のサイトではなくて、ちょうどこの真ん中辺りから上のほ

うが、我々の選んだサイトの一つです。 

 ここは、1960 年代まではうっそうとした森林だったらしいのですが、ベトナム戦争前後に食料

不足に陥り、政府の政策としてこういったうっそうとした森林までも開墾して食料を増産しなさ

いというお触れが出て、住民はそれに従って森林を伐採し農業を行いました。野菜だとかトウモ

ロコシとかキャッサバとかを栽培していたらしいです。 

 しかしながら、こういった傾斜地ですから、数年のうちに地力が衰えてきて生産力が下がり、

農業を続ける魅力がなくなったものですから放棄され、長期間にわたりほとんど作物生産は行わ

れておらず、家畜が時々放牧されている程度といった状況です。 

 こういった裸地ですが、住民は独自に植林をすることはお金が掛かるのでできません。しかし

ながら、かつて森林だったところを自分たちが伐採したことを、今となっては悔やんでいる住民

が非常に多く、ぜひ、できることなら森林に戻したいという意向が非常に強かった。 

 これはもう一つのサイトですが、先ほどのサイトと若干違って、雨季の 中に撮った写真なも

のですから地上に緑が濃くなっています。しかし実際には、高木はあまりなく、灌木しか残って

いないような状況です。こういった灌木地は、ベースラインカーボンの量が多くて、あまり A/R 

CDM プロジェクトとしては魅力的なサイトではないのですが、我々のプロジェクトでは、A/R 
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CDM プロジェクトの計画を作って、PDD を作成して、実施まで行うことが主目的であり、通常

こういったサイトでもベトナムでは植林サイトに使われていますので、ここも対象サイトとして

選びました。 

 次に、我々のプロジェクト計画策定から登録までのプロセスをご説明します。サイト選定の完

了と同時に、バウンダリーサーベイおよびベースラインサーベイを 2007 年の 3 月から 4 月ごろ

にかけて行いました。カウンターパートの参加を得まして、植林できそうな場所を GPS を使って

測量し、その後、ベースラインカーボン量測定のためのサンプリングをカウンターパートの参加

の下でに実施しました。 

 その後、JICA 調査ですから年度毎の契約ですので数ヵ月間時間をおきまして、2007 年の 5 月

の後半から第 2 次現地調査を行いました。その中ではまず、住民とのコンサルテーション、即ち

ステークホルダーミーティングを実施しました。サイトの土地利用権を持っている世帯にはすべ

て声を掛けて、村の集会所みたいなところ、あるいはコミューンの事務所に集まっていただいて、

5 ヵ所で、計 4 日間かけて約 300 人に対してプロジェクトの構想をお話ししました。 

 A/R CDM については、詳しく話しても住民は多分理解できないということは前もって分かっ

ていたので、「植林プロジェクトですよ」と説明しました。しかしながら、木は二酸化炭素を固定

するので、新しい仕組みの中では二酸化炭素を固定したことによって、追加的な便益が入ります

よと。大ざっぱに言えば、そういったような話を住民にした次第です。 

 また、プロジェクト実施に当たっては、プロジェクト側から植林に必要な資材、苗、肥料等は

無償で供給しますよと。かつ、インセンティブとして、植林年とその後の 3 年間ぐらいは、若干

の労務費も出しますと。そういった非常に粗々の計画を説明しまして、ほとんどすべての参加者

から賛同を得ることができました。 

 住民から賛同を得た後、7 月から実際の植林計画の策定をカウンターパートに依頼しました。

それとともに、地籍図を基にかつ地元の地籍図担当のオフィサーを引き連れて、バンダリー中の

土地はどの住民が利用権をもっているかを調べつつ、選定したサイトについて GPS を使ってバン

ダリーの確定を行いました。 

 また、PDD 作成は植林計画が出来上がった８月から開始し、先ほど申しました CSR 資金を出

していただく出資者への説明も８月～１０月に同時進行で行い、ラッキーなことに我々が現地調

査を終了して日本に帰国する数日前に、ホンダベトナムさんから協力させていただきますという

回答をいただきました。 

 登録へ向けての有効化審査は、これは 2008 年度の新たな JICA との契約の中に必要資金を含め

てもらい実施することができました。日本の DOE と契約は 2008 年 5 月に締結し、実際の現地有

効化審査は、2008 年の 7 月下旬から 8 月上旬に 5 日間かけて行いました。その 5 日間のうち 2

日間は、プロジェクト参加者、プロジェクト実施主体ある Forest Development Fund との協議や

PDD の内容に関する明確化を行い、残りの 2 日間は、審査員の方が現地に行きましてバンダリー

を確認したり、地元のステークホルダーから話を聞いたりして確認をしていただきました。 

 2008 年の 8 月に現地の有効化審査を終え、その後 11 月までの間に、DOE と調査団との間でい

ろいろなやりとり、特に PDD の細かい点に関する明確化を行い、12 月に PDD を 終化し、DOE

は 2009 年の 1 月に UNFCCC へ事業登録申請しました。 

 登録はすぐにスムーズにいかず、途中 2 回ほど非常にマイナーな修正要求がありました。それ
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に対して迅速に対応した結果、4 月 28 日に登録された次第です。 

 計画策定の中で 3 点ほど注意した点がありますので、それについてご説明したいと思います。

プロジェクト対象地は保全林地ではなくて生産林地です。ベトナムでは、特にアカシアを中心と

した生産林造林が非常に盛んで、特に中部の海岸地域などには、非常に多くのアカシア植林地が

あります。アカシアは成長が早いですから、通常は 7 年か 10 年ぐらいで伐採して、またすぐに再

植林をするというのが一般的です。 

 我々の計画でも、そういった短期ローテーションにするのか、あるいはもう少し長く木を育て

て 1 本当たりの価格を高くすることを狙うのか、獲得できるクレジット量の観点から、短期ロー

テーションと中期のローテーションのどちらがよいか判断するためにシミュレーションを行いま

した。その結果がここに出ています。 

 ご覧のとおり、8 年という通常ベトナムで行われている短期ローテーションですと、ほとんど

クレジットが稼げません。この図では一応、植林後 5 年目に 1 回目の検証を設定し、その後は 10

年、15 年目となっています。赤いラインを若干頭の中でずらしてもらえば分かると思いますが、

例えば 初の検証を 5 年目ではなくもう少しバイオマス量が増えたところに持っていったとする

と、今度は 10 年目の検証によるクレジットがほとんど出ないことになってしまう。 

 ということで、短期ローテーションはクレジットを稼ぐ上では非常に不利であり、短期ローテ

ーションのプロジェクトを A/R CDM 化するのはあまり意味がないという結論になりました。そ

れじゃあ、15 年にしようと。こちらの図を見ていただくと分かるように、15 年目にするとある

程度のクレジットが稼げるということです。 

 次に注意した点は、農民に対するファイナンシャルインセンティブです。植林の実施に対する

コストを CSR で民間企業に出してもらおうということを当初から想定していた関係上、あまりコ

ストは掛けられないと考えました。いくら大企業といっても、そんな大金は出せないだろうと。

しかしながら、住民には植林にかかわる資材だけではなくて、ある程度のインセンティブ（お金）

を出さなければ、住民は自分の土地であっても植林しないよ、ということを県人民委員会からも

言われていました。じゃあ、 低限幾ら払ったら住民はやってくれるだろうかということを人民

委員会とも話し合い、ヘクタール辺り 300 万トン、当時のお金でヘクタール当たり 200 ドル弱で

す、それぐらいの現金が農民に渡ると農民も喜んでやるだろうという話になりました。それを基

に逆算して、トータルの事業費を決定しました。 

 もう一つ、我々の計画によると途中で間伐するものの、伐採は 15 年目。すなわち、植林後 15

年たたなければ植林地からの便益は発生しない。その間住民の所得を向上する手段は何かないだ

ろうかということも考える必要がありました。これはリーケージの問題と絡めて対策を考えまし

た。大体どの世帯も水牛あるいは牛を飼って放牧したり舎飼いしたりしているところが多いので

すが、植林するからには木がある程度育つまでは放牧はやめてほしい。しかし、植林地での放牧

を禁止したからといって、近隣地で放牧するのもリーケージの観点から良くないと。農民がなぜ

放牧しているかというと飼料が足りないからであり、じゃあ、高収量の飼料作物があるのでそれ

を普及していこうということになり、それに対する若干の資金的支援を計画の中に入れることに

しました。 

 特に農民に対するインセンティブについては資金が限られているということで十分な手当はで

きませんでしたが、この 3 点が計画策定の中で注意した事項です。 
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 後に、このように計画策定から A/R CDM の登録、かつ実施までやってきたわけですが、教

訓として幾つか考えてみましたので、ご紹介させていただきます。 

 初は A/R CDM の計画策定の難しさ、登録の難しさ、これはだいぶ前からあらゆるところで

言われていました。我々もそうなのだろうなと想像していました。方法論を読むと頭が痛くなり

そうですし、特に百数十ページにわたる通常規模方法論などを見ていると、非常に長くて見る気

にもなれないという印象を持っていました。しかし実際にやってみたら PDD の作成は非常に難

しいとはいえないのではないだろうかと思い直しました。PDD 作成のガイドラインもできていま

すし、それに従って書けば多分何とかなるだろうという印象を持ちましたし、事実そうでした。 

 しかしながら、有効化審査のほうは非常に面倒くさかったというのが正直な感想です。私も A/R 

CDM にはもちろん初めて係わりましたし有効化審査も初めてでした。今は大体どの企業も ISO

承認を受け、その承認とか審査とかを常日ごろやっているかと思います。あれと同じような面倒

くささがありました。どうしてそこまでエビデンスを求めるのかと。そこまでしなくてもいいの

ではないかと思いました。特に、土地適格性とか追加性の証明が大変でした。まあ、DOE さんに

文句を言っても仕方がなく、DOE さんはそれらをきちんとチェックすることが責務ですから、誰

の責任にもできないのですが、受審する方にとっては非常に面倒くさい業務でした。特にこのカ

オフォンプロジェクトの場合は、どう見たって農民は貧困であると言えます。しかしながら、ど

うして貧困と言えるのかを証明しなきゃいけません。 

 ベトナム政府は貧困ラインというのを設定しまして、一人当たりの年収が 50 万ドンだったか、

そのぐらいに設定しています。それが貧困の定義ですが、「それに従うとここは貧困です」と、そ

う言うだけじゃ駄目なんですね。貧困ラインを使って証明しようとすると、農家調査を通じて対

象となっている地域の農家収入は幾らかというのを調査しなければならない。それもまた面倒で

すし、調査結果が出てもその調査方法は正しいのか、そのサンプリングが統計的に正しかったか、

そういったところまでしっかりと証明しなきゃいけない。これは、コンサルタントの支援がなけ

ればやっていけないのだろうという印象を強く持ちました。 

 二つ目の教訓は PDD の内容です。我々が 2006 年 10 月に調査を始めた時、登録済みの中国の

PDD やその他の PDD を幾つかウェブで見つけ中身をみたのですが、どれも非常に分厚くてこん

なもの書きたくないと思いました。しかし実際には PDD 作成ガイドラインに従ってガイドライ

ンで求めていることだけを書くだけでいい。シンプルな PDD でオーケーであるということが、

我々の活動から導かれた教訓です。 

 我々もあまりだらだら書くのは好きじゃありませんし、なるべくシンプルに必要なことだけを

書くほうが簡単です。かえって余計なことを書くと、その余計なことに対して DOE さんから「証

明してください」と言われかねない。DOE さんにとっても良くないし、我々にとっても良くない。

ですから PDD はガイドラインに沿って、ガイドラインが求めていることのみをシンプルに書く、

それに尽きるという教訓が得られました。 

 3 番目の教訓は、できるだけ方法論に載っている規定値を使ったほうがより簡易に PDD 作成が

できるということです。我々は、カウンターパートのトレーニングを兼ねて、ベースラインバイ

オバス量の測定とかも行いましたが、規定値を使っても方法論的には全く問題ないのです。規定

値を使うと不利という状況はあるかもしれませんけれども、我々のケースでは、規定値を使って

も良かったかなと思います。そのほうが、サンプリングの正しさとか分析の正しさを証明する手
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間が省けるのではないかと思います。手続きをできるだけシンプルにするためにも、使える規定

値はできるだけ使うほうが、A/R CDM 策定のためには非常に有効であろうというのが一つの教

訓です。 

 4 番目は教訓というよりも感想です。A/R CDM は新しい形の植林事業ですけれども、その前に

世界中で住民参加型の植林事業兼生計向上事業というものが行われています。しかし、大体植林

事業というのは、計画のときはエリアを大ざっぱに決めて、植える樹種もある程度決めますが、

実施の段階になったら植林するエリアも樹種も、植栽密度も変わる可能性が非常に大きい。プロ

ジェクト実施の段階で非常にフレキシブルに実施していくのが、植林事業の一つの大きな特徴で

あったと私は理解しています。そのような植林事業がそのまま A/R CDM 化することができ、ク

レジットという追加的便益を得られればいいのですが、今回のカオフォンにおける A/R CDM 事

業形成、有効化審査の経験から、それはできないだろうと思います。やはり植林地は一応きっち

り決めて、樹種も決めて、その樹種の成長曲線のデータを基に吸収量を算定していかなければな

らない。植林プロジェクトは、植林対象地とかが大きく変わるケースもままあることなので、A/R 

CDM というのは、かなり制約のある植林事業だなという印象を持ちました。 

 後は私の反省でもあるのですが、今回のプロジェクトでは、A/R CDM の事業形成、登録と

いうことに目を奪われ、持続性ということをあまり考えられなかったと思っています。森林事業

を持続させるためには、住民の収入向上を通じた持続性確保をもっと考えなきゃいけない。しか

しながら、我々のプロジェクトでは、資金的な制約もあって、そういった住民に対する啓蒙・普

及をはじめ、収入向上のための普及支援等のコンポーネントが不十分なままです。 

 一方、実施の段階になって JICA の手から離れて、現地の NPO が中心になり実施しているので

すが、やはりプロジェクト実施に慣れていないものですから、外部からの支援が必要な状況にな

っています。そういう実施段階のこともよく考えて事業形成をしていかなきゃいけないなと反省

しています。 

 以上が、我々がベトナムで形成、登録した小規模 AR-CDM プロジェクトの概要と教訓の説明

です。どうもありがとうございました（拍手）。 

 

○司会： 

佐々木様、どうもありがとうございました。 

 

 



 29

「NGO と A/R CDM と REDD」 

Ms. Kate Horner （FoE US, Policy Analist） 

 

○司会： 

それでは 4 件目の 後の報告になります。Ms．Kate Horner さんをご紹介します。Kate Horner

さんは、地球の友（ＦoＥ）アメリカの政策アナリストをなさっておられます。現在喫緊の課題で

ある気候変動政策については、人権の保護と持続的開発が確保された形で実際の排出減につなが

るようにと、そういうことで、森林保護と貿易についての政策提言をしておられます。 

 例えば、先住民組織、あるいは地域コミュニティー、開発機関、およびエコノミストらと密接

に協働して、先進国と途上国の両方において、森林減少の真の要因について共通認識を持つと。

それを基に適正に対処するよう主張されておられます。 

 本日は、NGO のお立場から、CDM 植林および REDD についてプレゼンテーションをいただ

くことになっています。 

 

○Kate Horner 講師： 

ご紹介ありがとうございました。お招きありがとうございました。日本に来るのは初めてです。

大変名誉に思います。 

 ほかのパネリストの方々は素晴らしい土台づくりをしてくださったと思います。REDD につい

てのご紹介をしてくださったと思います。私もそれらの点については同様に理解しています。

CDM と REDD について、私も発表したいと思いますけれども、REDD に反対というわけではあ

りません。しかし、この地球の友がどういう懸念をしているのかということを申し上げたいと思

います。 

 森林のキャンペーンを今まで歴史的に見ますと、いろいろ問題があったと思いますから、

CIFOR のように REDD を効果的な実施をしていきたいわけです。「Friends of the Earth 

International」というのは、草の根のグループの名称で、世界 77 ヵ国、先進国、途上国両方で

活動しております。熱帯雨林を多く抱えているところとしては、インドネシア、カメルーンなど

も含んでおります。 

 アメリカにおいて私どもが注意しておりますのは、経済的な駆動力です。環境を劣化させる駆

動力は何なのか。例えばアメリカの税制とか、あるいはそのほかの国際的機関の影響などを注視

しております。資源の枯渇とか、あるいはその管理をどうしていったらいいのかということを提

言しておりますのが、私たちの団体です。 

 さて、本日のプレゼンに当たっての話の筋道を決めていきたいと思います。森林減少を止めた

いというのはみんなはっきりしていると思います。これは今に始まったことではなくて、既に、

たくさんの指導者が何年間も森林資源の枯渇、森林減少と戦ってきたわけです。 

 では、REDD は何が新しいのでしょうか。それは、非常に力強いステークホルダーを REDD

の枠組に引き入れてきたということだと思います。この REDD のコミュニティーといいましょう

か、グループの人たちですが、そこに財政メカニズムを引き込んだということ。特に、森林減少

ということが起こると排出量が増えるということです。逆に、経済的な実は合理的な決定によっ
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て、例えば森林が増えるとすると CO2 が削減されるということ。 

 そこで、森林減少の原因ですけれども、もっと総合的に判断して、そして有効性を決めなけれ

ばならない。以前よりは複雑な考えをしなければいけないというところだと思います。これまで

森林減少への対策が歴史的に成功できなかったと申し上げました。この森林の減少を止められな

かったということ。そこで、国際的なツールが必要であると、新しいツールが必要であるという

ことで、 近ここ 2 年ぐらい新たな展開があります。 

 そして強調したいのは、非常に事例としていいものがあると思います。アメリカの Lacey Act、

レイシー法ですけれども、違法伐採の木から生産された木材をアメリカに輸入することは違法と

なっています。実施されたのはここ 12 ヵ月ですけれども、サプライチェーンに対して、まず良い

影響があると思います。はっきりとどこから来たの？と。この木材はどこから来たのか。違法伐

採じゃないでしょうね、ということをちゃんと確認しなければいけないということになっていま

す。これがレイシー法です。 

 もう一つは、EU が行っています FLEGT 計画です。森林法の施行とガバナンスと貿易につい

ての規則です。これが何かといいますと、これらの国が引き続きヨーロッパに輸出したいのなら、

貿易をしたいのだったら、パートナーシップを組まなければいけないということで、途上国と先

進国の文民団体とも手を組みまして、プロセスで平等の声を挙げなければいけないとなっていま

す。森林の管理ということでは非常に重要な教訓があると思います。このプロセスは成功例もあ

らわれていると思います。 低でも、この教訓というのは学んでいかなければいけない、構築し

ていかなければいけない、これを破棄してはいけないと思うのです。既に何回か繰り返されたと

思いますけれども。 

 随分概念的な話をすると言われるかもしれません。私は、国際的な交渉も手掛けてきました。

そしてアメリカの展開というのを申し上げたいと思います。 

 もう既に何回かご紹介がありましたけれども、ベースラインを決めるという話があったと思い

ます。非常に重要です。基線を決めるということです。ベースラインを決めるというのは、非常

に重要な意味があるからです。どれぐらいのお金が途上国に還流するかということからも重要で

すし、それから環境の一貫性、プログラムの一貫性を保つということからも重要です。どれぐら

いの排出量を減らしたいのかということを REDD プログラムが決めるのがベースラインだから

です。 

 ここ何十年にもかけて進んできましたが、森林減少率についてはいろいろ事が複雑です。森林

が本当に一定率のまま破壊されるということ、これは少ない場合もあるわけです。例えばインフ

ラが開発されるということ。これは予期もできない。あるいは、製品価格が上下するということ

で、これも複雑な原因の一つになります。予想シナリオの信頼性というのは小さいということで

す。2008 年は商品価格が大きく下がってしまいました。これが森林破壊の率にも大きな影響があ

りました。こんなことは想定外だと思います。 

 そこで、歴史的にベースラインが提言されたものとして、平均の森林枯渇率がどうであったか。

例えば、平均を取ったらいいではないかということです。そして、将来予測として外挿したらど

うなのか。しかし、このような地域、国はいろいろな、ばらばらである場合に、あるいは被覆率

が違うとき、破壊率が違うというときには、幅広い参加を募る必要があります。そして、いろい

ろ計算しなければいけません。ですから私の見た限りでは、政策討論のときにも、いつもベース
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ラインというのは結局どこで決まるかといいますと、政治的に決まるということ、あるいは国家

の情勢で決まるということでした。 

 このため、ベースラインを決める際には、随分、インフレが起こるということです。 

 良い例というか、悪い例ということにもなりますけど、ギアナとノルウェーの覚書があると思

います。ギアナは被覆が非常に高くて、そして森林減少率が低いわけです。0.7 パーセントしか森

林減少していません。ところが覚書で何を言ったかというと、4 パーセントの森林減少率だと言

ったわけです。随分高いですよね。これがインフレということです。 

 なぜこんなことをやったかといいますと、将来の推移が何によるかというと、この資源をどれ

ぐらい収穫するか、開発するかにかかっているからです。 

 しかしながら、それが本当なのかどうかということは証明できません。しかし、それがギアナ

の主張なわけです。どれぐらいの保証があるかということはわかりません。ギアナは発展途上国

ですので、ベースラインの森林減少率を大きくしたいわけですね。これだけ収穫する予定ですか

ら、REDD でそれだけお金をちょうだいよというわけです。途上国はそういうふうに言いたいわ

けです。 

 ですから、何を言いたいかといいますと、ベースラインというのは、歴史的経緯から技術的に

決まると考えられていたわけですが、今はどんどん政治的に決まっていて、ここが私は問題だと

思います。 

 さて、もう一つ、測定と検証ということでパワーポイントがあると思いますが、少し割愛した

いと思います。ただ、少し触れたいのは、一般的なコメントだけなのですが、京都プロトコール

では森林減少を防止する活動は入りませんでした。 

 というのも、リーケージの懸念といいましょうか、リーケージがあるかもしれない。そして、

CO2 を測定するということ、これを十分にできる状態ではなかったということだと思います。ど

うやってこの非永続性を考えるのか。検討は進んできたと思いますけれども、完全に解決したわ

けではありません。非永続性とリーケージの問題があるということです。それと同時にコスト面

で制限が掛かります。財政的なことからも、技術的にはどうやって CO2 を測るのかということで

すね。どれだけコンプライアンスできるのか。あるいはクレジットをどれだけもらうのか。そう

いうこと決めるのが困難であったから、森林減少の防止ということ、あるいは森林の CO2 の測定

というのは入れることができなかったと思います。 

 それから、森林の定義についても問題があると思います。国連の FCCC の定義、それから FAO

の定義もありますが、プランテーションも森林と考えるのか、という懸念があります。もし、天

然林を守るというのであるなら、油ヤシの森、森というかどうか分かりませんけれども、それは

排除しなければ天然林にはなりませんね。そういう問題があると思います。 

 森林減少の原因ということに話を戻しますと、REDD 関連文書を読みますと、REDD の検討方

針の討論ですけれども、途上国がこれをやるべし、ということが多く語られています。どうやっ

て財政的なインセンティブを途上国に与えるか、ということに多くの部分が割かれていますが、

多くの外的要因も考えておかなければなりません。それには、途上国がコントロールできないも

のも入っているわけです。でも、その国の森林減少率に非常に大きな影響があるというわけです。 

 先程申し上げましたが、商品価格が一つです。それから食料の需要、あるいは燃料、あるいは

繊維の需要が大きく上がるという場合があると。そうすると森林破壊が進みます。森林減少の多
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くの要因は途上国に傾注されがちで、それへの対処を何とかやらなければいけないということが

いわれます。しかし、原因はグローバルにあるというわけです。 

 また、途上国の中の要因というのもあります。確かに途上国側の問題で、そして影響があるも

のかもしれません。しかしながら、その対処ためにはエコサービスを総合的にみなければならず、

シンプルなものでは対処できない場合があります。例えば、助成金、それからインフラ開発もそ

うだと思います。そこで強調するべきなのが、REDD が効率的に実施されるためには、幅広い政

策のインセンティブを考えなければいけないということ。ただ単にお金だけとか、あるいはパー

ム油を作らなかったら、もっと悪いことを少なくしたいからこれだけのお金を支払うとか、そう

いう単純なものではいけない、と私は申し上げたいわけです。 

 これは繰り返しになりますけれども、途上国のガバナンスというのはどうなのか。一般的に見

てということですね。これも考えておかなければいけないでしょう。途上国の多くが、極めて制

度的に弱いことが知られています。そして同じようにはっきりしていないのは、例えば平等な土

地用益権があるのかどうか。例えば、文献を読んでみても、先住民族の人たち、地域コミュニテ

ィーの人たちというのは、土地用益権とは何なのか、あるいは、どういう取り決めなのかをよく

知らないという場合があるわけです。そうすると、森林に長期的な投資がしにくいということに

なります。ですから、森林を長期的に守るような投資もされないという文献が多く出ています。 

 また、多くの国は、森林法の執行が十分に実施なされないということがあります。そこで、REDD

の有効性を考えてみますと、はっきりとした技術能力が必要ですが、今の途上国の能力を考えれ

ば、例えば法があっても執行できるかどうか。非常に複雑な技術的な、あるいは財政的な仕組み

が必要ですが、今の途上国の能力を考えると、今、彼らが取り組めるという能力は、極めて限ら

れたものです。 

 また、多くの途上国は非常に汚職の率が高いということが知られています。多くの汚職という

のは、例えば国連とか世銀が使っているものさしを見ると、森林資源の多い国ほど汚職が多いと

いうことが分かっています。ですから、お金をたくさん持っていっても、それが果たして REDD

で有効に使われるかどうかというのは、やはり再検討する価値があると思います。 

 そして、これだけどんどん木材需要が高まる状況で、そして途上国のガバナンスが低いと。こ

れを組み合わせるとどうなるかというと、結果は違法伐採がはびこるということになります。

REDD は、開発のツールとして使うのだったら、森林の多い途上国として使うのか、あるいは森

林からの収入を増やすのか、あるいは違法伐採での収入が失われるということで考えれば、環境

法を施行するのか、ということを考えると、途上国の収入に大きな違いが出てくることが分かり

ます。 

 違法伐採、あるいはそのほかで失われる収入ですが、これだけの規模ではないかといわれてい

ます。少し古いデータですが、お示ししています。一番上の国、ブラジルとインドネシアですが、

この二つは非常に森林減少率が高いわけです。両方を合わせると、世界の森林からの排出量の半

分以上を占めます。ですから 10 パーセントぐらいでしょうか。排出の 10 パーセントがそれらの

2 カ国から排出されていることが分かると思います。 

 どの出典を使うかどうかにもよりますが、50 パーセントから 70 パーセントの森林伐採が違法

伐採だといわれています。これらの違法伐採へ対処するだけで森林減少が減るということ、そし

てまた、途上国の収入が増えるのではないか、ということにもなるわけですね。これを執行させ
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ただけで、かなりの差が生まれてくるのではないかと思います。次に、ほかの国も合わさったデ

ータです。これは予想ですけれども、2007 年の、赤いところが違法伐採です。パプアニューギニ

アを見てください。赤いところばかりです。例えばコンゴもそうです。ブラジルもそうです。あ

るいはパラグアイ、ペルーもそうです。違法伐採の比率が極めて高いということになります。ほ

とんどの国が、慢性的な違法伐採の国であるということが分かります。 

 もう一つよく言われていることが、ベネフィット、利益の共有という概念です。特に先住民へ

の配慮ということでよくいわれています。この数年ほど、特に先住民への配慮の重要性が国連の

レベルで非常に高まっています。そして、いろいろな政策提言などが、先住民権利宣言などを働

き掛けてそれを実現したり、また、REDD の中でもそれが必要とされています。実際に文書にも

はっきり盛り込まれるようになりました。国連のこの文書の案の中では、先住民の権利を認めて、

利益の平等分配をすることということが入っています。 

 ただ、懸念も残っています。特に REDD において、地元の人たちの利益ということで何が心配

かといいますと、まず所有権がはっきりしていないということがあるからです。とにかく、排出

を減らしたい、大きなスケールを取って、そしてなるべく少ないコストで排出を減らす、そして

利益を上げるということになりますと、歴史的に森林減少が一番大きいところ、将来地元の人た

ちが自分たちのために植林するのに も適切なところがどうしても適地となってしまいます。 

 それから、そういうところは地元の人たちのアクセスのレベルが高い、実際には入りやすい場

所ですが、やはりそのほうが効果も上がるでしょうし、また、道義的な理由からも、地元の人た

ちの関与の重要性ということがいわれています。 

 それからまた、実際にはそういうことを確保しますと、地元の人の関与をしっかりさせると、

取引コストは実際には相当高くなるはずですが、それが実際には反映されていないというところ

が現実に問題としてあります。 

 また、排出という意味で、実際に途上国で遵守ができていないということがよくあります。こ

のバッファーのアレンジと、それから保険のスキームにそれがいえます。キャップアンドトレー

ドの法令を見てもよく分かりますが、この森林減少からのオフセットがしばしば将来のクレジッ

トというふうに見なされている。そうなりますと、排出の削減の可能性ということが、一種のサ

ブプライムローンのように扱われるということになると思います。 

 すなわち、炭素のオフセットのクレジットが、結局サブプライムのあのリスクから始まった金

融危機のような、同じような状況になるリスクというのがとても高いと思います。資産の価値を

どういうふうに評価するのか、それから実際にこの証券の裏付けをどうするのか、また、それを

ばらばらにして結局、不法債券をそれと分からないであちこちにばらまいてしまった、同じこと

になると思います。アメリカでいろいろな教訓が分かりましたけれども、やはりきちんとした金

融規制法令があるべきだ、いうことが分かったわけです。 

 それと同じことが、気候変動政策にもいえるのではないかと思います。やはりもっと強力な法

令が必要であるということです。 

 そしてまた、遵守のスキームの中では、リスキーであるものについて、非常にはっきりとした

統制が必要です。不遵守の確率が非常に高いわけですから、 もリスクが高いものについては、

そこをしっかりと規制することが必要だと思います。 

 後にアメリカの話をしたいと思います。アメリカの下院のほうで、クリーンエネルギー安全
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保障法というのを 2009 年に通過させました。まだ法律にはなっておりません。ただ、アメリカ

の気候変動対策への方向性が分かるのではないかと思います。 

 まず第一に、オフセットに関しての問題は、先進国の排出削減の目標です。このブルーのとこ

ろは、アメリカの排出減に対するキャップです。緑の線は、ちょっとガタガタしているところも

ありますけれども、新しいセクターが入っていますので、 初の 2010 年辺り、ちょっと上がっ

ているところもあります。オレンジのところは、オフセットを使っていくのですが、国内、それ

から国外のオフセットで、それぞれ 10 億トンを年間使うということになっているのですが、この

オフセットを使って、これは業界を規制しつつ、しかし排出を認めるわけです。 

 そうなると、2026 年まで、実際には全体の排出量は減らないということです。これは控えめに

見積もってもそうです。2030 年、2031 年にならないと実際の削減にはつながっていかないとい

うことが分かります。 

 それから、やはり急いで排出を減らして、特に先進国でやっていかないと、気温の 2℃上昇と

いうことを抑えられない。そのような事態になると、森林の減少にもつながります。例えばアマ

ゾン川では 2℃以上気温が高まると、アマゾンの木が相当枯れて死んでしまうだろうといわれて

います。これは気候変動にも大きな影響があります。 

 また、アマゾンの水利システムが、水門系が大きく変わってしまう。そして地域全体の水資源

の確保に大きな影響が及ぶということが危惧されています。 

 もう少しこの辺を詳しく書きました。申し訳ありませんが、お手元にはないと思います。REDD

への対応方法は、このアメリカの法律を見ますと、二つ今あります。一つは、サプリメンタリー

エミッションリダクションプログラム、補完的排出削減プラグラムというもので、この枠の 5 パ

ーセントについて手当していくというものです。 

 すなわち、キャップアンドトレードで枠を当てはめる。そしてそのうちの 5 パーセントを途上

国に持っていくというものです。まだこれはあいまいなのですけれども。というのは、具体的に

細かいところをどうやるかについて話をし出すと、アメリカの予算編成、予算承認のプログラム

について説明しなければならず、大変細かくなってしまうので、ご希望でしたら後からお話しし

たいと思います。 

 ですからオフセットについては、すぐには参加ができないと思いますし、市場の状況が整って

いません。 

 また、追加的な排出削減をアメリカのキャップに加えてさらにやっていこうという動きがある

のですが、具体的なところはまだ決まっていない。それからまた、その追加的な排出は、クレジ

ットとして取引されるものではないわけです。あくまで、アメリカが国内で追加的に排出すると

いうだけです。ですから、2010 年に 7 億 2,000 万、また、2025 年に追加的に 6 億トン削減する

ということです。 

 国内と国外とオフセットが両方あると申しました。国内、国外それぞれ 大が 10 億トンです。

しかし、国際的なオフセットを、15 億トンぐらいに増やす可能性はあります。それは、国内の分

をそれだけ減らすということになりますが、いずれにしてもオフセットを国内で 10 億ドルになる

かどうか。そうなると、農業、森林部門で相当オフセットしなければならないと思います。そう

なりますと、年間でこの 30 万、60 万トンぐらいにしかならないので、結局国際分のオフセット

を増やす可能性は相当あるとはいえると思います。 



 35

 それからまた、国内レベル、州レベル、自治体レベル、プロジェクトレベルと、いろいろと細

かい動きがあるのですが、特に、州、自治体、それから連邦レベルでいろいろな動きがあります。

測定、検証の能力を備えたり、 低限のガバナンスを整えたりということが必要です。それから

ベースラインの確定も必要です。 

 一つ、アメリカの法案のいいところとしては、ランドユースプランというのが入っていまして、

森林の使途というのを明確にするということが要件となっています。それは国際的なプランテー

ションも含むという森林の定義とは違っているというところがあります。 

 また、ベースラインから 20 年以内に、森林減少をネットでゼロにするということが意図されて

います。森林減少を止めても何も進まないということではなく、実際に減少をゼロにするという

ことになっています。それはいいところだと思います。 

 しかし、天然資源の採取産業において、それをどのように確保するかというところはまだ明確

になっていないところがあります。 

 また、ワクスマン・マーキー法ともいわれるこの法律ですけれども、概念的にアメリカの議会

が REDD をどう考えているのかが分かると思いますが、ただこれは下院で通っただけです。上院

のほうは、気候変動の法案を今年通過させる、という意思がないようです。今年は中間選挙の年

ですから、ほかにも喫緊の争点がいろいろあるということで、気候変動法案に対する注目がどん

どん下がる一方です。何とかしようという動きはありますけれども、もしかしたら全然違うアプ

ローチになるかもしれないと思います。 

 すなわち、下院とは全く違って、直接的にただ石油生産とか運輸部門に、とにかく税金を課す

というようなアプローチになってしまうということもあり得ます。いずれにしても、とにかく上

院では、下院との擦り合わせも全然動きがありません。 

 REDD の政策は、まず少しは動いたわけですけれども、コペンハーゲンの会議があって、そし

て大統領の予算申請、これは REDD にしても、世銀の FCPF への基金の拠出についても動かな

い。そこには MRV の資金も入っています。 

 ですから、法律が動かなくても、とにかく何とか MRV の何か制度を動かせないかということ

を、政権では考えているようです。 

 また、多年度予算案で何とかこのプロジェクトをできないかという動きで、カリフォルニア州

の場合には、キャップアンドトレードを実施していますが、もちろんこれは、州の経済の中でも

ごく一部をカバーするだけです。全体ではありません。 

 具体的にどうやるのかというところが今、議論されていまして、国内、国際のオフセットの上

限をどうするのか、制限をどうするのか、それからまた基準をどうやって定めて、それに従って

評価するのか。 

 カリフォルニア州の知事が、ブラジル、インドネシア、そしてアメリカ九つの州と覚書を結ん

でいます。そして今年その内容についてさらに協力に関して詰めるということになっています。

年末までにカリフォルニアでこれが成立するのではないかと思いますが、その中でコンセプトを

初に証明していく、という段階になると思います。実際に遵守に当たるような REDD のプロジ

ェクトが認知されて、そして実際に排出の削減につながっていくものができるのではないか。恐

らくカリフォルニアが 初になるのではないかと思います。いろいろな評価基準を定めるという

議論が今、進んでいるところです。 
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 いずれにしても、デマンドサイドで一貫した政策が必要です。国際的な交渉の場で、アメリカ

と EU の間で良い動きがあります。両者が先進国として、国際的な REDD の文書を認めたという

ことは実際非常に良い動きで、これを世界で後押ししてほしいと思います。そしてそれが世界に

続いてほしいと思います。 

 カリフォルニアがこのように先進的な政策を取っており、これがどうなるか非常に注目に当た

るところだと思います。 

 それからまた、土地の保有権がどうなのかということも非常に重要だと思います。こうした改

革をすることで、環境づくりが進むと思います。実際に、排出も大きく減ることにつながると思

います。 

 ただ、実際に何トン減ったということを計算することは、定量化することは非常に難しいとは

思いますが、それが実際の、事実上の効果的な排出の削減につながっていくと思います。 

 また、MRV について、相当もっと努力が必要だと思います。相当資金を掛けてこれまでもこの

MRV に関する能力づくりの努力がされてきていると思いますが、技術的なこの能力ばかりに目が

向いてしまって、実際に本当に排出の削減につながるような行動が、現場で実施できるようなこ

とにつながっているのかということが忘れられがちだったと思います。 

 例えば、どこに森林があるのかも分からない国もある。面積も分からない、そして人口もそも

そもはっきりと把握していない国があるわけですから、こういった国々がその国の炭素の MRV

をしろといわれても、とても難しいところがあると思います。ただ、いずれにしても優先順位を

どうするかという問題ではあると思います。 

 また、効果を挙げるためには、明確なアプローチが必要です。実際にこの MRV に関してもい

ろいろなアプローチがあると思いますが、国際社会も十分にいろいろ幾つか出ているアプローチ

を吟味すべきだと思います。 

 森林部門における人権侵害の問題も忘れてはなりません。資源の配分に格差がやはりあります

し、それから国のレベルと国際的なレベルと両方で、紛争解決の仕組みを作る必要がある。そし

て、過去に権利侵害の事例はたくさんありましたから、権利が侵害された場合、地元の人たちに

対するその救済措置を打ち立てなければいけないと思います。 

 ただ排出削減量を細かく定量化するというだけではなく、いろいろな一連の課題に対応すると

いう幅の広い視点が必要だと思います。 

 それから、オフセットのクレジットを使って、実際に先進国の排出が増えるのでは困ると思い

ます。やはり長期的な利益は何なのかということ。ただ単に短期的な利益 大化を求めるような

プロジェクトであってはならないと思います。ありがとうございました（拍手）。 

 

○司会： 

Ms．Kate Horner さん、本当にありがとうございました。 

 それではただ今から休憩に入ります。休憩に入る前にちょっとお知らせをさせていただきます。

先ほどＤr．Daniel Murdiyarso さんのご報告の中でも博士からお話がありましたが、皆さん先ほ

ど受付のところでもう既にご覧になった方もおありかと思いますけれども、博士のほうから

CIFOR のパブリケーションを随分持ってきていただいております。ディスプレーオンリーのもの

もありますが、かなり充実した CIFOR ニュースレターもあります。お持ち帰りいただけるもの
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もありますし、見ていただくだけというものもありますが、受付のところで見ていただければと

思います。 

 それから、冒頭にも申し上げましたが、後半のパネルディスカッションの質問、ご意見を書い

ていただいた上で、受付のところに係がおりますので、そこに提出していただければ幸いです。 

 では、時間が押していますので、若干短めの休憩になりますが、休憩は 4 時 25 分までというこ

とで、4 時 25 分からパネルディスカッションを始めさせていただきたいと思いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。それでは休憩させていただきます。 

（休憩） 
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パネルディスカッション 

コーディネーター 天野 正博（早稲田大学教授） 

 

○司会： 

皆さま、ご着席をお願いします。ただ今、質問の整理をしておりますので、コーディネーター

をお願いする天野先生ご不在のまま、ご紹介をさせていただきます。 

 天野先生は、1972 年に当時の林業試験場、現在の森林総合研究所にご奉職され、以来、経営部

で主に森林管理、測定の研究に従事しておられます。2003 年からは、早稲田大学大学院人間科学

研究科の教授を務めておられ、主なメインテーマとしては、地球温暖化を経験する森林の機能と

その保全、これを中心に研究を続けておられます。 

 その中で、熱帯雨林の減少とその社会構造的な背景、保全対策の在り方をご研究しておられま

す。 

 地球温暖化問題と森林の役割に関して、わが国の第一人者ということで、林野庁、あるいは環

境省へも非常に影響力の強い方です。 

 それから、環境省の温室効果ガス排出量算定方法検討委員会の委員、その中の森林等の吸収源

分科会の座長を務められたほか、地球温暖化関連の各種委員会等の委員を数多く務められていま

す。 

 私どもの会合が今年で第 10 回になりますが、そのうちの 8 回はコーディネーターをお願いして

います。 

 それでは、短時間の間に質問、意見を整理していただきましたが、ただ今から天野先生にコー

ディネーターをお願いして、パネルディスカッションを始めさせていただきます。天野先生、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○天野コーディネーター： 

それではパネルディスカッションを始めさせていただきます。本日は二つ課題があったのです

が、一つ目が A/R CDM ですね。これを実際に開始した経験などを、日本工営の佐々木さんから

話していただきました。 初に A/R CDM についての国際交渉の状況について、林野庁の武藤さ

んからお話をしていただきました。これが一つ目の課題です。 

 それから二つ目が、Daniel さんからお話をしていただいた、REDD のインドネシアの状況。そ

れから REDD が持つ限界、あるいは適用上の問題点、それをかなりきれいに整理していただいた

Kate さんの発表です。 

 この二つの課題がありますが、質問を見ると実は、 初の A/R CDM のほうに関係したものが

多いので、先にそこから議論に入りたいと思います。 

 この内容ですけれども、なかなか A/R CDM は今まで動いていなかったのですが、 近、今日

も話がありましたけれども、13 のプロジェクトが登録されて、いよいよクレジットが発行されて

くるわけです。 

 そのクレジットについて、一体それはいつ実際に発行されてくるのか、あるいは発行されたと

きにどういう形で投資者側、あるいは住民側に渡されるかという質問があります。この辺りは、
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今日のパネラーの皆さんもそれぞれお詳しいと思いますので、佐々木さんだけに限らず、いろい

ろな方にご意見を伺ってみようと思います。 

 初の質問ですけれども、A/R CDM で一つ問題になっているのが、非永続性、われわれはパ

ーマンネンスという言い方をしていますが、それがあります。それに対して、永続性の確保とい

うのは非常に難しいのではないかという意見が幾つかきているものですから、これについてどな

たかに回答をお願いしたいと思います。 初に佐々木さんのほうから、ベトナムの経験を踏まえ

て、永続性をどういうふうに考えておられるか少しご意見を伺いたいと思います。 

 

○佐々木講師： 

私はコンサルタントでして、出来上がったシステムに基づいて計画を策定していく,特に農民の

ベネフィットが 大化するような方向に持っていくという仕事を主にしています。従って、非永

続性、永続性など仕組みの問題は、私のビヤンドマイキャパシティーです。もちろん非永続性と

いうのがなくなればカーボンの価値も高まるので、それに越したことはないのですが、やはり国

際的な協議の場で科学的検討が行われ、クレジットの非永続性ということに落ち着いたんだと思

います。 

 しかしながら、科学的に考えるとそう言えるのでしょうが、森林を増やし住民の不利にならな

いように便益を落とすことも重要なので、あまり細かいことにこだわらず非永続性に若干目をつ

ぶるようなこともあってもいいんじゃないかと、素人的な立場からコメントさせていただきます。 

 

○天野コーディネーター： 

どうもありがとうございます。実際になかなか難しいので、それを完全にというのは、なかな

かプロジェクトでできないだろうというお考えだと思いますが、Daniel、あなたも確か、コミュ

ニティーのために CDM のプロジェクトを促進されていると思います。そのときに、非永続性と

いうのはどう対処されますか。 

 

○Daniel Murdiyarso 講師： 

そうですね、CDM 植林の実施ということに向けて、長期間の CDM という考え方ですが、ｔ

(temporary)という制度によりそれが壊れてしまったと思います。すなわち、期限付き、というこ

とになったので。森林蓄積がハーベスト等により、現地で実際に減った場合、排出の証明を出す、

それが非永続性だと思いますが。 

もともと期限付きクレジットという制度は、約束期間の排出削減目標を守るために使える、と

いうことで考えられたものです。過去 10 年間、国際的な討論を私も追ってきましたけれども、炭

素貯蔵量を上げるためのやり方として植林があり、植林から発生する期限付きクレジットを、他

の排出削減プロジェクトと同様に、一時的にせよ、目標達成のために使えるようにすれば良いと

考案されたわけです。 

 しかし、森林管理ということを考えると、森林の蓄積量にはアップダウンが付きものです。す

なわち炭素の貯蔵量というのにアップダウンがあるわけですね。土壌中の貯蔵量は増やせるかも

しれない。でも、多くの熱帯性の生態系では、土壌の炭素の貯蔵量というのは、長い間一定です。

したがって、クレジット期間は 30 年とされていますけれども、あと向こう 30 年は延長できるか
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もしれません。CER のクレジット期間というのが一つの伐採期間の目安になったから、そのよう

に期限付き 30 年という制度になったのだと思いますが。 

 

○天野コーディネーター： 

A/R CDM の中で一つ、クレジットでそのパーマネンスの問題は解決しているというお話があ

りましたが、それ以外に森林が持つ長期的なエコシステムとしてのカーボンのストックの話があ

りました。 

 Kate さん、あなたも A/R CDM のクレジットに関連した永続性ということで何か意見はありま

すか。 

 

○Kate Horner 講師： 

クレジットの永続性のことについてのコメントとして一つ、概念的な問題として対処しなけれ

ばいけないのは、非永続性をグローバルなレベルで対処するには非常に難しいということですね。

というのも、すべての森林国が参加するのであれば、そして需要と対処しようとするのであれば。

今のところ非永続性の対処のやり方というのは、プロジェクトのレベルでは A/R CDM で対処で

きていると思いますけれども、他にも何らかのやり方があると思います。すなわち、A/R CDM で

は管理ができるとされていると思います。長期的、短期的なクレジットのシステムで対処してい

ます。 

しかしながら、それで本当に永続性に対処できていると言えるでしょうか。森林を永続的に守

れるということになるでしょうか。森林減少への要因、需要ですね。すなわち、炭素も、それか

ら食料品、エネルギー、あるいはファイバーですね。それらを検討しない限りは根本的な永続性

の解決にはつながらないと思います。 

 もう一つ申し上げたいのは、概念レベルですけれども、このプログラムの持続可能性ですが、

REDD、また、CDM もそうだと思います。持続可能かどうか、これを決定するのは、地域の利

害当事者が受け入れてくれるかどうかだと思います。あるプロジェクトでは確かにそれが可能で

した。地域コミュニティーというのが、一生懸命前向きに対処してくれます。しかし、REDD の

実施を国家レベルで進めると、これは主にリーケージのことに対処するためで国家レベルが必要

です。このため、国家レベルでの実施が必要ですね。 

 そして、すべての国を参加させるということになると、懸念があります。すなわち、友好的に

すべての当事者が、あるいは国家が政策策定で関与してくれるでしょうか。それをはっきり見せ

られたのが、コンゴ流域の国だと思います。国家の REDD 戦略に対処すべきとなっていますが、

それからまた、地域社会、あるいは先住民族を関与させる。でも、本当でしょうか。コンゴです

と、例えば焼畑農業がこの森林減少の要因だといわれていまして、本当に産業レベルでの森林伐

採は無視されました。だから、本当に永続的な解決法ということになるのであれば、どの要因が

森林減少をもたらしているのかしっかりと識別しなければ駄目です。先住民族だけが悪いという

ようなことではいけないわけです。 

 また、初期に REDD の影響を受ける人は誰かということです。概念的にはアイデアではあるか

もしれませんけれども、しかしながら、政策策定をやっていく中では、やはりこれが懸念になっ

てくると思います。しっかりと対処しなければならないでしょう。しかもプロジェクトの初期か
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ら。 

 

○天野コーディネーター： 

ありがとうございました。今、A/R CDM の永続性と絡んでクレジットの話がありましたが、

それについても幾つか質問がきていますので、お聞きしようと思います。 

 一つは、これはパーマネンスを、永続性を解決するために、暫定クレジットになっているもの

ですから、それを発行した後、今度は別のクレジットに置き換えるという、われわれはリプレイ

スメントと呼んでいますが、それが必要になってくるわけですね。それについて、例えばベトナ

ムのプロジェクトでは、農民はこの補てん、リプレイスメントについてどういうように対応しよ

うとしているのか？という質問がきています。佐々木さん、お願いします。 

佐々木：クレジットの詳しい話とかリプレイスメントの話までは、農民レベルには説明していま

せん。それは、ベトナムの場合は、実施主体である Forest Development Fund、大学の先生とか、

そのレベルまでは分かっていますけれども、農民は分かっていないと。 

 もちろん、この問題は確かに出てくるのですが、かなり先の話ですし、十分なクレジットが出

てくるのは 10 年後ぐらいであると。何らかの措置が出てくるのではないか、とオプティミスティ

ックに見ているというのが現状でして、われわれのプロジェクトは、能力向上のために 1 件ベト

ナムで登録してみようというのが主目的でして、その先のことまでなかなか考える余裕がなかっ

たというのが現状です。 

天野コーディネーター：ありがとうございます。これは恐らく REDD も同じように、クレジット

が何らかの形で非永続性と関係してくると思いますが、こういったマーケットのメカニズムを

REDD の中に組み入れて、そこでクレジットを発生するときに、その発行されたクレジットが、

今のベトナムの例でいくと、住民がそれを発行してその利益を得ると。 

 恐らく、先住民を巻き込むと同じようなことが起きると思いますが、そういったときに、プロ

ジェクトが上手くいけば、そのリプレイスメントもスムーズにいくと思いますが、例えば上手く

いかないとき、これはどういった問題が起きるのだろうという質問がきています。これについて

どなたかご回答をいただけるといいのですが。Daniel さん、お願いできますか。 

 

○Daniel Murdiyarso 講師： 

この REDD という制度、スキームにおいては非常に幅広い目標を設定しました。まず、森林管

理に向かう姿勢を変えようということです。それはすべての当事者にとってそうです。この森林

のガバナンスを変えようと思ったわけです。 

 ガバナンスといった場合、いわゆる国の政府というだけではありません。むしろ、実際にその

現場の人たちにもいえることだと思っています。 

 例えば、土地の保有制度とか、自分たちの管轄下における土地ということをかんがみて、地元

のすべての人たちの姿勢を変えようということを考えました。 

 で、パーマネンス、永続性ということですけれども、割と小規模なプロジェクトであるならば、

そういった REDD でしたら、もちろんそれは国のレベルにも当然関係ありますけれども、CDM

のプロジェクトベースの活動と同様にやればいいのではないでしょうか。私の意見では、そうい

うことができると思います。また、全国的にモニタリングを実施すれば、リーケージも避けられ
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るのではないかと思います。 

 ですから、政府と一緒に一種の規制も効かせて、そしてリーケージにも対応するようにすると。

国の政府のほうには、国全体のアカウンティングシステムの責任を取ってもらうようにするわけ

です。ですから、そういうふうにすれば CDM のようにやれるのではないでしょうか。MRV につ

いてもそうやって、アカウンタビリティーも確保できるのではないかと思います。 

 高いレベルの責任においては、政府のほうにより大きな責任を取ってもらうということになる

わけです。 

 いろいろな意味で、国の参照レベルと、それから実際のローカルの実施レベルということを考

えると、やはり、それを国際的なレベルとどのように統合させるのか、非常に複雑な対応が必要

だと思います。それには、三つのアプローチがあるのではないかと思います。 

 例えば、割と小さな国の場合、国土面積が小さい国。例えばスリランカのような国ですが、イ

ンドネシアと比べれば小さいという意味です。インドネシアのような大きな国で、たくさん島が

あると大変です。国のレベルの参照レベルやベースラインを設定したとしても、やはりこの群島

全体に対する公平性を確保するのに非常に注意が必要になります。 

 ですから、やはり過渡期においては、いろいろな小さな活動に対応できるような移行的な措置

が必要だと思います。国レベルの参照レベルは、小さい国のほうが実施しやすいのではないかと

思います。一つの参照レベルを実施するのは小さな国のほうがやりやすいと思います。 

 ただ、大きな国で、私が説明したように REDD のプロジェクトをあちこちでやっているような

国。例えば将来 100 ぐらいになっていくかもしれない。そういった国の場合には、やはりローカ

ルなレベルでの活動を、国のレベルとどのように統合するかということが重要です。 

 それに当たっては、やはり何かシステムのようなものが必要だと思います。いろいろな活動、

たくさんある活動を一つに上手くまとめるような、統合するようなシステムが必要です。やはり、

この一つ一つを組み合わせていくような何かプロジェクトが必要だと思います。 

 そうやって、いろいろなたくさんあるローカルなものを一つに、国にレベルで統合していくこ

とが必要です。それぞれがばらばらではなく、国の政府がきちんと調整できなければいけないわ

けです。 

 こういったやり方は、ブラジルやインドネシアのような国だったら、あるいはコンゴ川流域の

国々、こういった国土面積の広い国には、こういったアプローチが必要だと思います。小さな国

だったら、すぐに直接的にもうローカルのレベルに落としこめると思いますが。 

 いずれにしてもベースラインはやはり非常に重要です。国レベルでまず設定することが重要で

す。同時に、ローカルなレベルにも必要です。それが国レベルと上手くかみ合うようにしなけれ

ばならない。それからまた、一つの国で一つのプロジェクトしかないような国だったら、もうス

トレートに全体に適用できると、非常にやりやすいのではないかと思います。 

 

○Kate Horner 講師： 

私のほうから付け加えますが、Daniel さんとほとんど同じ意見です。やはり参照レベルを確立

するのは、まず非常に複雑なプロセスだと思います。今、いろいろな考え方が、まだ国際的なレ

ベルでも、国のレベルでも、アプローチがいろいろ考案されつつあるというところではないでし

ょうか。 



 43

 一つだけ、アメリカの視点ということで申し上げますが、クレジットのメカニズムに関してで

すが、クレジットの発生に関して、システムに関して誰がどういう責任を負うのか、やはりそれ

が不明確だと思います。 

 例えばアメリカの法案を見てみますと、アメリカで規制を受けた当事者が、直接ホスト国のプ

ロジェクト開発者からクレジットを買えるのか、分からない。また、国のレベルで見たときに、

アメリカのある管轄当事者が、クレジットをホスト国から買えるのか。すなわち、排出のデータ

を総合して、そして配分するということが可能なのか。アメリカの法案を見ても、そのことは分

からないわけです。実際のトランザクション、取引がどういうふうに行われるか分からない。ま

だはっきりとしていません。 

 ただ、どうなるにしても、これはこの収益の透明性に大きな影響を及ぼすはずのことです。そ

うなると、中央銀行とか財務大臣とかもかかわってくるし、あるいは関係する会社などにも当然

影響することでしょう。 

 それからもう一つですが、これは非永続性のアレンジに関係してくるかもしれませんが、ラテ

ンアメリカ諸国で、自主的な REDD プロジェクトというのが形成されています。これは地元社会

に対してアプローチをするときには、ノンパーマネンスに関する責任をきちんと説明していない

というところがあります。排出の削減もできなかった場合、契約を見てみると、地元の社会がこ

の救済措置を受けられないことになってしまう。すなわち、排出削減ができなくて、そして財政

的な収益が生まれないとなると、紛争の発生の火種になるわけです。そもそも紛争が発生しやす

いような土地なわけですから、こういった契約上の不備があったがゆえに、どんどん紛争のリス

クが高まるという危険があります。ですから、この辺は慎重に対応する必要があると思います。 

 そうなると、なおさら、なるべく早い段階で地元を巻き込むことがものすごく重要になると思

います。ただ関与するだけではなくて、有効な形で、実効力のある形で関与させなければいけな

い。そして、十分な情報を提供する形で、早い段階から関与させることが重要だということがこ

れからも分かると思います。 

 

○天野コーディネーター： 

ありがとうございます。ここで、実際に交渉などに出られて、日本の立場を表明されている武

藤さんがから、その立場から少しこのクレジットについてお話を伺いたいと思います。 

 

○武藤講師： 

まず確認しておきたいのは、A/R CDM については既に京都議定書で制度があって、この下で

クレジットというものがあるということ。その一方で、REDD についてはまだ制度もないという

こと。そして、森林減少に対して何かしらのインセンティブを付与するということですが、これ

がクレジットなのか、あるいは資金提供なのか、あるいはほかのものがあるかどうか分かりませ

んけれども、そこは議論が継続中であるということを 初に確認しておきたいと思います。 

 そして、CDM のクレジットの永続性ということです。これはもうご承知のとおり、いろいろ

言われているところです。国際的にも過去このテーマで議論が続けられていて、いまだに解決策

が見つからない問題でもあるわけです。それくらい扱いの難しい問題だということです。 

 過去、tCER とか lCER とかという議論をしたときにも、例えば保険みたいなものを作るのが
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いいとか、いろいろ議論があったわけです。そして、また次の約束期間に非永続性をどうしまし

ょうか、という議論をしていくと、これはどうなるか分かりませんけれども、これはぐるぐる回

って、終わりのないような議論が続いているというのが現状だと思います。 

 明確な答えはないのですが、先ほど何人かの方がコメントされましたが、少なくとも森林とい

うのはそもそもそういう性質を持っているものなんだというところも、一度認識しておく必要が

あるのだろうと思います。 

 あと、先住民の問題が指摘されました。これは COP15 の下で開催された SBSTA で決定された

ガイダンスの中では、先住民、ローカルコミュニティーがモニタリングや報告に対する効果的な

参加について、ガイダンスを検討というか、開発することを推奨するということが決定事項に盛

り込まれています。 

 従って、こういった決定事項に基づいて、これからいろいろな、今も幾つかのアイデアがあり

ましたけれども、そういったことも検討されていくのだろうと思います。 

 あとは、今、議論になった透明性の問題です。これも SBSTA の決定を引用させていただくと、

これは将来の COP での合意によるとされていますけれども、このモニタリングシステムのレビュ

ーについて、透明性、あるいはモニタリングの結果についても透明性を確保するということが必

要であるということになっています。 

 

○佐々木講師： 

幾つか質問をいただいているので、それに一つ一つお答えしたいと思います。まず一つ目は、

ベトナムの例で住民にとってのメリットは何でしょうか、という質問がありました。これは、参

加している住民は、一人一人生産林を分与されているわけです。ところが、先ほど写真でご覧に

なったように、裸地であって、ほとんど使われていないという状況でこのプロジェクトをやるこ

とになったのですが、彼らにとって植林に必要な苗などの費用はプロジェクト側が無償で提供し

ます。加えて、若干のご苦労さん賃といいますか、労務費みたいなものも払います。即ち、住民

の負担は大きくない。さらに、間伐材や 15 年後に伐採する材を売却益についても、25 パーセン

トが実施主体である Forest Development Fund が取り、残りの 75 パーセントは住民の手に入り

ます。我々の大まかな推定によると、15 年後に木が順調に生育して伐採すると、ヘクタール当た

りの純収益は約 6,000 ドルになります。これは住民 1 世帯当たりの平均年収の 5 倍ぐらいの大き

な収入です。それが大きなメリットですし、それを前面に出して住民に説明した次第です。 

 クレジットについても、5 年目、10 年目、15 年目に入ってきますが、我々はクレジットが将来

何ドルになるのか分からない状況なのでかなり控えめな単価でクレジット収入を推定しました。

クレジット収入については住民へも説明しましたが、そんなに大きくないよと。森林の維持管理

を行い木が成長するとこれだけ追加的な便益もあるよというふうに説明して、それもメリットだ

と認識してもらいました。 

 その後の質問は、3 年間支払われるお金は地代と考えていいですかという質問です。これは住

民自身が、自分たちが土地利用権を持っている土地に植えるわけですから、地代というふうにと

らえるのではなくて、労務費の一部というとらえ方をしていただければと思います。 

 次の質問は、植林の労賃は支払いますかというものです。住民側が刈り払い地ごしらえをして

植林を行い、更に 3 年間維持管理をやるわけですが、その労力を労務費に換算して、全額ではな
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く約 3 割程度のお小遣いが入るという程度です。 

 あと、立ち木の所有権は誰に帰属しますかという質問ですが、これは土地の所有者であり、か

つ事業の参加者である農民が所有権を持ちます。ただし、農民と事業主体との間の契約の中で、

「農民は勝手に伐採せずに、計画に従って活動する」というような合意書にサインしております。 

 次の質問は、クレジット販売の収入はどのように配分されますかというものです。先ほど木か

らの収入は 25 パーセントが実施主体、75 パーセントが農民に入ると申し上げましたが、クレジ

ットの収入については双方半々に分けることになっています。 

 次に違う方からの質問がもう一つあります。土地の選定交渉から決定、そして PDD 作成、バ

リデーションなど、A/R CDM プロジェクトを国連登録するまでに、通算何日間ベトナムへ出張

したでしょうかという質問です。私の覚えている限り、この JICA 調査で出張した期間というの

は、合計 8 ヵ月です。ただし、キャパシティビルディングの活動があったので、PDD 作成のため

に 8 ヵ月使ったわけではなく、ワークショップなりその準備なりも含めた期間です。まあ、大ざ

っぱに考えると、サイトの選定、計画の策定と PDD の作成および現地有効化審査に要したネッ

トの期間は、多分 4 ヵ月か 5 ヵ月ぐらいだと思います。 

 ただし、現地有効化審査後に、日本に帰ってきた後でも DOE の方とメールでいろいろやりと

りしました。それがトータル 3 ヵ月ぐらいです。3 ヵ月毎日というわけではなくて、3 ヵ月の間に

何度かメールで質問を受けて、返答したという状況です。 

 次の質問は、ホンダベトナムはカーボンクレジットに関心はなく、ドネーションをしたという

ことで、このプロジェクトから得られるクレジットはすべて農民の手元に渡るということですが、

近い将来求められる補填はどのように対応するのでしょうかという質問です。この補填は先ほど

も質問が出た話ですけれども、私もかなり A/R CDM のことを忘れかけています。補填について

は、クレジットを得た住民側、事業実施体側が補てんするというわけではなくて、クレジットを

買った側が補填することもある。まあ、どちらか決まっていないのですよね。買った側ですか、

買った側だったら、じゃあ住民のほうとしては補填する義務はないということですよね。 

 

○天野コーディネーター： 

そうですね。あとは、補てんを住民側がある程度保証して別のクレジットが出せば、もう一度

次の tCER出すとか lCERを出せば、クレジットの価格が高くなるということはあると思います。 

 

○佐々木講師： 

以上です。 

 

○天野コーディネーター： 

どうもありがとうございました。あとご質問で、ウエットランドの話を先ほど Daniel さんがさ

れましたが、湿地林をクレジット化するときに、一体そこで、どこの部分を対象とするか。非常

に土壌の中にたくさん CO2 が、ピートランドは入っていると。 

 これと関連して、マングローブの植林の場合も同じようなケースですけれども、それについて

の方法論と、そこでの炭素の蓄積は一体どこのカーボンプールにあるのかという質問がきていま

すので、これについてお尋ねしたいと思います。 
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○Daniel Murdiyarso 講師： 

ありがとうございます。マングローブの場合も泥炭の場合も両方、熱帯にとっては重要な生態

系です。両方とも地下への炭素の貯蔵という意味で重要なのですが、どう違うのかというと、ピ

ートの場合には、炭素の貯蔵を有機物という形で蓄えています。5,000 年とか 1 万年もずっと手

を加えなければ貯蔵を続ける。しかし、手が加えられてかく乱されると、例えば木が伐採される

とか、排水がされて、そして火事が起こるということになると、この大量の炭素が放出されると

いうことになります。 

 マングローブ林の場合はというと、大体マングローブというのは沿岸にあるわけで、炭素の貯

蔵の形というのは、ピートの場合とは随分違うわけです。この有機土壌は、マングローブの場合

には、既にミネラル化されている。ということは、技術的に言いますと、より安定しているわけ

です。ピートに蓄積されている炭素よりも。 

 課題は何かといいますと、マングローブの場合には、危険なのは、エビの養殖場ですね。それ

から、そのほかの、よりこの土地を必要とする活動が広がってくると、マングローブを取り除い

てしまうということになりかねないわけです。 

 その場合に炭素はどうなるかというと、地上の場合にはあまり影響されないと。地下の場合が

影響されるということになります。その辺が両方の生態系の違いです。 

 泥炭、ピートの場合には、大体海とは遠いところにあります。ですから、劣化の原因というの

は土地の活動、どのような活動がされているかというと、漁業活動に影響されるということは、

ピートの場合はないわけです。炭素のプールですけれども、ピートの場合、1 ヘクタール当たり

2,000 トンぐらいです。もちろん、ピートがどれだけ地下までたまっているかによりますけれど

も、マングローブの場合はもっと少なくなります。大体 大でも 1 ヘクタール当たり 1,800 トン

ぐらいだと思います。ただ、マングローブの場合のほうが炭素の貯蔵の在り方は、ピートよりも

より安定しています。 

 それから、やはりマングローブに手を付けないようにするためには、そしてマングローブを持

続可能な形で維持するためには、海からの侵食をいかに防ぐかということになると思います。長

期的には、もちろん気候変動への適用措置に関する意識の拡充というのが必要になると思います。

やはり政策的に重要なのは、適用と緩和を上手くつなげるというところにあると思います。A/R 

CDM についても REDD についても、やはり、緩和という観点でされてきて、適用という形には

あまり注目されてこなかったと思います。マングローブというのは、例えば海面上昇といったよ

うなことに対する適応措置という意味で、非常に重要な側面を持っています。ですから、地元の

社会をやはり REDD を実施する 初の段階から、特にマングローブの近くにいる人たちをよく巻

き込んでいくことが重要だと思います。 

 ただインベントリーの調査というだけではなくて、システムがそもそも違うのだということを

よく理解する必要があります。そして、思考の枠組みをしっかり打ち立てることだと思います。

そして、気候変動の緩和措置ということだけでなくて、適応措置という視点から取り組むことが

重要だと思います。 

 

○天野コーディネーター： 



 47

これで大体いただいた質問の大まかなところはお聞きしたと思いますので、少し会場から何か

ご質問を、追加であったらお受けしたいのですけれども。どなたかありますか。じゃあ、お願い

いたします。 

 

○質問者 A： 

CER はどの段階で発生するんですか。 

 

○天野コーディネーター： 

今のご質問は CER、A/R CDM プロジェクトのほうですよね。一体どの段階で発生するかとい

うことなんですが。 

 では武藤さんのほうで少しお話いただけますか。 

 

○武藤講師： 

モニタリングをきちんとして、検証して認められた上でクレジットが出てくるということです。 

 

○佐々木講師： 

方法論によりますと、ベリフィケーション、検証ですね。検証を何年目に初めてやるかという

のは、実施主体側が決められると。先ほど私が示した図ですと、一応 5 年目に初めての検証、こ

れは DOE さんにやっていただく検証ですが、検証すると。その次の検証時期は 5 年後ですね。

ですから、5 年目に初めての検証をすると仮定すると、次の 2 回目の検証は 10 年目、3 回目は 15

年目というふうに決まっています。 

 検証した結果が CDM 理事会で認められれば、クレジットが発行されるということになってい

ます。 

 

○質問者 A： 

方法が二通りあると理解したのですが。バリデーションが終わった時点なのか、あるいは佐々

木さんのおっしゃるように、プロジェクトが始まって 5 年後なのか。 

 

○武藤講師： 

初のクレジット発行時期は、モニタリングを行い、DOE の検証、認証を受けて発行されます。

なお、 初の検証、認証をいつ行うかは、プロジェクト参加者が選べます。その人がプロジェク

トで 3 年目にやりたければ、3 年目に検証、認証を実施します。ただし、2 回目以降は 5 年間隔

で検証、認証をするというふうに決まっています。 

 

○天野コーディネーター： 

ほかにご質問、はい、お願いします。 

 

○質問者Ｂ： 

Daniel さんのプレゼンテーションの中で、A/R CDM と REDD の関係についてお話があったと
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思いますが、武藤さんのプレゼンテーションでは REDD のほうで、REDD プラスという形でカ

ーボンエンハンスメントが入ってくる。逆に CDM のほうでは Forests in exhaustion ということ

で、A/R が REDD に近付いてくるような形になってくるということを考えると、外から見るとそ

の二つの違いが非常にあいまいになってきているように見えるのですが。それが交渉の現状とし

て、実際統合という可能性、または全く別のトラックで、プロジェクトベースとナショナルベー

スで違うものとして扱われて動いていくのかというようなことは議論に上がっているのかどうか

ということを伺いたいのですが。 

 

○天野コーディネーター： 

武藤さんにご回答をお願いしたほうがいいと思いますので、お願いします。 

 

○武藤講師： 

統合の話はありません。 

 

○Daniel Murdiyarso 講師： 

はい、この点は問題だと思います。例えば、森林学者と地球温暖化の専門家である気象学者が、

同じことを言う場合にも、言葉が違うということ。例えば“森林蓄積減少”という言葉を例にす

ると、森林学者は、「このサイクルで森林の蓄積が減少したら、次のサイクルでは回復する。」と

言います。しかしながら、気象学者の言うカーボンについては、森林蓄積の減少というのは資産

を失うということになりますね。だからそれは罰を受けるかもしれません。そういう面で違って

いるわけです。 

 ただ、現在は非常に興味のあるときだと思います。この二つのソサエティというのが、気象学

者と森林学者がやっと一緒のグループになって話し合い始めたということ。これからは、森林を

気候の体制に入れてゆく、ということになれば、森林の管理が変わってくるかもしれませんね。

林学だけのビジネスではないということになるかもしれません。 

 インドネシアでも言っているのですが、森林というのを考えるために、伝統的にはもちろん、

ほかにも考えなければいけないものがあると思います。私たちが言っているベネフィット、ある

いは共同恩典ということであるならば、森林だけではなくて、カーボンだけではなくて、あるい

は木、あるいは木材だけではなくて、その他にもあらゆることを考えなければいけない。 

 だから、こういう意味では、遅ればせながら、森林管理というのは幅を広げて考えなければい

けないでしょう。それがコメントです。 

 また、泥炭土壌の重要性も繰り返し強調する必要があります。重要なところですから、インド

ネシアにおける泥炭地の炭素蓄積量の規模を申し上げますと、トータルで 330 億といわれていま

す。それで面積的には大体、2,000 万ヘクタールです。2,000 万ヘクタールにそんなにもあるわけ

です。 

簡単に比較をしますと、鉱質土壌の土地に育っている森林のカーボンについては、面積では 1

億ヘクタールで、わずかと言いましょうか、わずか 200 億トンしかありません。したがって、泥

炭地は面積的には鉱質土壌上の森林の 5 分の 1 しかありませんけれども、炭素蓄積量というのは

総量で 1.5 倍近いのです。 
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 ということは、泥炭地は、鉱質土壌上の森林に比べ約 10 倍の炭素を保有しているわけです。鉱

質土壌上に育っている森林と、泥炭地に育っている森林、この二つの森林は違うように扱わなけ

ればいけない。今のところインドネシアにおける政策上は、この二つの生態系を別には扱ってお

りません。ただ生産林か、あるいは転換可能な森林かに指定しているだけです。炭素が豊かな森

林かそうでない森林かでは分けていません。これはやはり分けるべきではないでしょうか。 

 

○天野コーディネーター： 

ここの会場をあける時間になりましたので、これでパネルディスカッションを終わりたいと思

いますが、今までの議論を少しまとめてみますと、 後に Daniel さんが言われたように、森林そ

のものがいろいろな森林があるわけです。ですから、なかなか単一の制度でそれを評価していく

のは難しいと。 

 それから、それだけではなくて、Kate さんも言われていたように、森林にはいろいろな今度は、

われわれはステークホルダーという言い方をしていますが、そこに利害関係者、あるいは先住民

の方とか、それから投資する側の企業とか、いろいろな利害を異にする人たち、あるいは見方を

異にする人たちがかかわってきていると。ですから、そういったものを全体として見て、炭素だ

けではなくて、いろいろな面から森林を評価しないと、どこかでゆがみが出るだろうと思いまし

た。 

 では、今日のパネルディスカッションはこれで終わらせていただきます（拍手）。 

 

○司会： 

天野先生、本当にありがとうございました。また、4 人の講師の方々、本当にありがとうござ

いました。以上をもちまして終了いたしますが、 後に、予定をオーバーして熱心なご議論をい

ただきました 5 人の先生方に、あらためて皆さま、拍手をよろしくお願いいたします。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 

 それでは、会場の皆さまにご連絡させていただきます。冒頭申し上げましたが、アンケートに

ご記入いただけましたら、受付に担当がおりますのでお渡しいただくようにお願いします。 

 それから、このレシーバーは、机の上にそのまま置いておいていただければ結構です。受付に

持っていっていただく必要はございません。そのまま置いておいていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

以上 


